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東大阪市 
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①市の木「クスノキ」 

 

常緑高木で、本市の風土にも適し、歴史的なゆかりもあり、現在も市内に多く成育していま

す。非常に寿命が長く、また、大木となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②市の花「ウメ」 

 

落葉高木で、早春、ほかの花に先がけて香りのよい花が咲くため、多くの人々に愛されてい

ます。 

 
 

③市民の花「キキョウ」 

 

野山に自生している宿根草で「秋の七草」にもかぞえられ、誰もが手軽に育てることができ

ます。上手に育てると、毎年、夏から秋にかけて青紫色の可憐な花を咲かせます。 

 

 

  



 

 

 

はじめに 
 

 

わたしたちのまち東大阪市のみどりは、生駒山の豊かな

みどりと、古くから農耕地として発達し、現在は公園、農地、

社寺林などとなっている市街地のみどりから成り立ってい

ます。 

 

みどりは、良好な景観の形成、防災性の向上など多様な機

能をもっており、近年みどりが果たす役割に対する市民の

意識や関心は高く、その機能を活かすとともに、みどりの質

を向上していくことが求められています。 

 

質の高いみどりは、多様な世代、ライフスタイル、価値観

を持った市民それぞれの安全で快適なくらしにつながり、都

市の成長を図る上で、非常に重要な要素でありますが、本市

は都市化の進展により、市街地における貴重なみどりが、減

少しています。 

 

このような中、近年のみどりに関する国の動向や、本市の第３次総合計画や都市計画マス

タープランとの適合を図りながら、みどりに関するまちづくりのための施策の方針を示す計

画として、「東大阪市みどりの基本計画」を令和 12(2030)年を目標年次として改定致しま

した。 

 

この計画では、生駒山の豊かなみどりと市街地に点在するみどりを道路や河川により、ネ

ットワーク化することにより、良好な都市環境の形成を目指した「みどりの将来像」を掲げ

ており、その実現に向け「みどりをまもる」、「みどりをふやす」、「みどりをいかす」という

3 つの施策方針を定めました。 

 

今後は、この施策方針に基づき、市民の皆様や事業者の方々と協働しながら、質の高いみ

どり豊かな都市の実現に向け、総合的かつ計画的な取り組みを進めて参ります。 

 

結びに、計画の改定にあたりまして、貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の皆様、

東大阪市みどりの基本計画審議会の皆様、関係者の皆様方に心から感謝いたしますとともに、

本市のみどりのまちづくりに対しまして、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

 

令和３年３月  

東大阪市長 野田 義和 
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１－１．改定の背景・目的・位置づけ 

１－２．みどりの基本計画とは 

１－３．みどりの基本計画が対象とする緑地 

１－４．みどりの機能と役割 
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１－１．改定の背景・目的・位置づけ 
（１）改定の背景 

本市では、旧都市緑地保全法に基づき、緑地の保全と緑化の推進を市民・ 事業者・行政が協働

で取り組む、「東大阪市みどりの基本計画」（以下「基本計画」という。）を平成 15(2003)年９月

に策定し、各種取り組みを進めてきました。 

計画が策定されてから、みどりを取り巻く社会状況は大きく変化し、それに伴い、根拠法とな

る都市緑地法をはじめとする関連法令や運用指針の改正が行われました。また、本市においては

「総合計画」や「都市計画マスタープラン」などの上位計画の改定や「景観計画」など関連計画

が策定されました。 

このような中、法改正への対応や、上位計画との適合や関連計画との調和を踏まえ、基本計画

を改定しました。 

 

（２）都市緑地法の目的 
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し、必要な事項を定めることにより、良好な都市

環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的としています。 
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指針 

調和 

調和 

即す 

適合 

東大阪市第３次総合計画 基本構想 

東大阪市都市計画マスタープラン 

 

東大阪市みどりの基本計画 

 

都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針 

東大阪市地域防災計画 

東大阪市国土強靭化地域計画 

東大阪市環境基本計画 

東大阪市景観計画 

保全区域整備計画 

適合 

みどりの大阪推進計画(大阪府) 
即す 

即す 

図 1 基本計画の位置づけ 

（３）計画の位置づけ 
本計画は、都市緑地法第４条第３項に示されているとおり、「本市の総合計画」の基本構想に

即した計画とし、「東大阪市都市計画マスタープラン」や近畿圏保全法に基づく「保全区域整備

計画」に適合するとともに、「東大阪市環境基本計画」や「東大阪市景観計画」と調和するよう

策定します。また、「緑の基本計画ハンドブック」において防災に関する計画が定められている

場合は、調和を図ることと記載されており、「東大阪市地域防災計画」や「東大阪市国土強靭化

地域計画」等と調和を図ります（各計画の内容についてはＰ37～Ｐ42 参照）。 

東大阪市総合計画が市民生活に関わる様々な計画の基本方針を示し、東大阪市都市計画マスタ

ープランが総合計画のまちづくりを具体化していく手段としての都市計画に関する基本的な方針

を示すものに対して、基本計画は、みどりに関するまちづくりのための施策の方針を示す計画と

して改定します。 
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１－２．みどりの基本計画とは 
「みどりの基本計画」とは、都市緑地法に規定されている「緑地の保全及び緑化の推進に関す

る基本計画」のことをいい、住民に最も身近な地方公共団体である市町村が中長期的な視点に立

って、その区域内における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するため、その目標と実現のための施策などを記載したみどりとオープンスペースに関する

総合的な計画です。 

 

【都市緑地法第４条第１項における規定】 

 

 

 

 

 

【みどりの基本計画制度の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 「みどり」と「緑地」の定義 

項目 定義 根拠 

みどり 
草花や樹木等などの植物に加え、公園・広場、農地、樹林地、河

川・湖沼を含むもの 

緑の基本計画

ハンドブック 

緑地 

樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する

土地(農地であるものを含む。)が、単独で若しくは一体となって、

又はこれらと隣接している土地が、これらと一体となって、良好な

自然的環境を形成しているもの 

都市緑地法第

３条第１項 

 

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区

域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及

び緑化の推進に関する基本計画（以下「基本計画」という。）を定めることができる。 

●市区町村が策定します。 

●策定の際には、公聴会の開催など住民の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努め、

また、計画は公表するよう努めることになっています。 

●おおむね次の内容を定めるものとされています。 

①緑地の保全及び緑化の目標 

②緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項 

③地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進

の方針に関する事項※ 

④特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項 

⑤生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項 

⑥緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全

に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項 

⑦緑化地域における緑化の推進に関する事項 

⑧緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区にお

ける緑化の推進に関する事項 

 

※みどりの基本計画に都市公園の整備の方針や管理の方針を定めた場合には、みどりの基本

計画に即して都市公園を設置及び管理するよう努めることとされています。（都市公園法第３

条) 
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都市公園 

都市公園以外 

公共施設緑地 

民間施設緑地 

都市公園以外
で公園緑地に
準じる機能を

持つ施設 

公共施設にお
ける植栽など 

・公共空地（都市公園除く） 
・自転車歩行者専用道路 
・歩行者専用道路 
・地方自治法設置 

または市条例設置の公園 
・公共団体が設置している 

市民農園 
・公開している教育施設 
・河川緑地 
・児童遊園 
・公共団体が設置している 

運動場やグラウンド 

・学校の植栽地 
・道路の植樹帯 

・都市公園法で規定するもの 

・市民緑地（都市緑地法） 
・公開空地 
・市民農園 
・公開している教育施設（私立） 
・市と協定などを結び開放している 

企業グラウンド 
・寺社境内内 
・民間の動植物園など 

緑
地 

施
設
緑
地 

地

域

制

緑

地 

法による地域制緑地 

・緑地保全地域、特別緑地保全地域（都市緑地法） 
・風致地区（都市緑地法） 
・景観地区（景観法） 
・生産緑地地区（生産緑地法） 
・農業振興地域農用地区域（農業振興地域整備法） 
・自然公園（自然公園法） 
・自然環境保全地域（自然環境保全法） 
・河川区域（河川法） 
・企業敷地内の緑化（工業立地法・企業立地促進法） 
・保安林区域（森林法） 
・地域森林計画対象民有林（森林法） 
・保存樹、保存樹林（樹木保存法） 
・名勝、天然記念物、史跡など緑地として扱える文化財 
（文化財保護法） 

協定による地域制緑地 

条例などによる 
地域制緑地 

・緑地協定（都市緑地法）による区域 

・条例、要綱、契約などによる緑地の保全地区や緑地協定地区 
・保存契約による樹林地 
・協定による工業植栽地 
・県や市町村指定の文化財で緑地として扱えるもの 
（永続性の高いもの、緑地として算定できるもの） 

１－３．みどりの基本計画が対象とする緑地 
本計画が対象とする緑地は、公共施設等として管理される「施設緑地」と土地利用コントロー

ルで確保される「地域制緑地」に大別されます。緑地の体系を以下に示します。 

 

 

  

図 2 緑地の分類 
出典：緑の基本計画ハンドブック 
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図 3 みどりの効果と役割 

１－４．みどりの機能と役割 
都市におけるみどりは、都市のオープンスペースとして、良好な都市環境保全、景観形成、防

災、レクリエーションなど様々な機能を有しており、都市の住民が健康で文化的な生活をおくる

上で不可欠なものです。 

近年、地球規模の環境問題に対する国民の関心が高まる中、二酸化炭素の吸収、ヒートアイラ

ンド現象の緩和、生物多様性の保全など、環境保全機能が従来以上に注目され、都市におけるみ

どりの重要性はさらに深く認識されてきています。 

こうした都市におけるみどりの機能と重要性を踏まえつつ、人と自然が共生した環境への負荷

の小さい美しい風格のある都市を形成するため、総合的かつ計画的に都市におけるみどりの保全

及び緑化の推進が図られるべきといえます。 

 

表 2 みどりの機能と役割 

 
  

機能 役割 

環境保全機能 

（存在機能） 

みどりは、生物の生育・生息・繁殖地としての生態系の基盤であり、多様な

生物が共生する環境を支えています。また、市街地にみどりを増やすこと

で、二酸化炭素の吸収や大気の浄化、熱環境の改善、騒音防止など、都市環

境を向上させるとともに、私たちの生活に潤いをもたらす重要な役割を担

っています。 

レクリエーション機能 

（利用機能） 

公園、里山、水辺などのみどりは、スポーツや散策、身近な健康づくりの

場、遊び場、憩いの場としての機能を有しています。また、身近に自然とふ

れあえる場所であるとともに、地域活動等を通じた交流、にぎわいの場と

しての役割を担っています。 

景観形成機能 

（利用機能） 

公共施設や住宅地などにおけるみどりは、良好な環境形成に寄与します。

また、地域の特色ある水・緑環境や歴史的資源は東大阪市らしい景観を特

徴づけ、市民の心に安らぎと活力を与える役割を担っています。 

防災機能 

（利用機能） 

火災時の延焼防止帯や雨水流出量の低減となる樹林など、災害から住民を

守る機能をもっています。また、公園などのオープンスペースは、避難地

としての機能や救援・復旧・復興拠点としての役割をもっており、その適

切な確保は都市の安全性、防災性を高めます。 

 

出典：公園緑地マニュアル 
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生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのことであり、生物多様性基本

法では、『「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に

様々な差異が存在すること』と定義されています。また、生物多様性条約では、「生態系の

多様性」「種の多様性」「遺伝子の多様性」という 3 つのレベルで多様性があるとしていま

す。 

地球上には個性豊かなさまざまな生物が存在し、互いに影響しながらもバランスを保っ

て共存しており、生物多様性があることで、食材の供給や、地球環境の維持など、さまざま

な恩恵を受けられています。 

生物多様性は山や海や森などが注目されやすいですが、都市においても重要な役割を果

たしており、その住民に様々な恩恵を提供しています。例えば、以下のような機能が考えら

れます。 

 

 水や大気の浄化、微気候等の環境改善機能 

 地域の子ども達に生き物とふれあう機会を提供することによる環境教育の推進 

 地域の特徴となる自然とのふれあいにより地域への愛着を育んだり、地域の文化形成に寄与 

 

このように生物多様性を確保することは貴重な地域の資源となり、都市の価値を高めるもの

と考えられますが、都市においては、人口の集中により宅地化が進み、樹林地や農地が限られ

ることから、多様な生物が生息・生育できる空間が極めて少なくなってしまっています。 

また、都市には世界人口の半数以上が住んでいますが、食料やエネルギーといった資源の

調達の多くを都市の外側の地域に頼っているため、都市住民の経済行動は都市の外側の地域

の自然環境に対しても大きな影響を与えることも大事な視点となります。そのためには、都

市に住む人びとが生物多様性の重要性を理解し行動することが大切です。都市において生物

多様性を確保することは、都市住民に生物に接する機会を提供し、住民の生物多様性への理

解を促進することにもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 生物多様性が豊かな都市のイメージ 
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Ⅱ 本市のみどりの現況と課題 
 

 

 

 

２－１．本市の現況 

２－２．本市のみどりの現況 

２－３．現行計画の達成状況 

２－４．市民ニーズの把握 

２－５．上位計画・関連計画 

２－６．本市のみどりの課題 
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出典：東大阪市都市計画マスタープラン 

２－１．本市の現況 
（１）位置・地勢 

本市は、淀川と大和川にはさまれた大阪府の中央部の東側にあって、大阪市、大東市、八尾市、

そして奈良県と隣り合う、面積 61.78 ㎢の都市です。 

その東端は南北に生駒山地がつらなり、西側には平地がひろがっています。平地には、恩智川

が生駒の山麓に沿って谷川の水を集めながら北上し、また第二寝屋川と長瀬川が西部の市街地の

中を南から北西へ流れています。さらに寝屋川が北部をかすめて西へ流れています。 

  

 
図 5 本市の位置・地勢 

 

 

  

国道 308号 

大阪メトロ 

JR 

学研都市線 

近鉄けいはんな線 

近鉄奈良線 
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出典：東大阪市第３次総合計画 

（２）人口 
本市の人口は、昭和 50（1975）年の約 52 万 5 千人をピークにその後停滞し、平成２（1990）

年から減少しはじめ、減少傾向は今後も続くと予想されています。また、今後の人口推計を年齢別

でみると、０～14 歳の年少人口、15～64 歳の生産年齢人口は一貫して減少し、65 歳以上の老

年人口は 14 万人前後で増減を繰り返すと予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 6 本市の人口推移と予測 
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出典：Ｈ２７年度都市計画基礎調査(土地利用現況調査) 

（３）土地利用 
平成 27(2015)年の土地利用の状況をみると、市街地の割合が約 66%、普通緑地が約 7%、

農地が約 4%、山林が約 17%、その他公共施設などが約 6%となっています。 

その分布をみると、市街地が生駒山地間近にせまり、わずかな農地を残すのみとなっています。

流通センターのある長田・荒本地区では流通業務関連の施設立地が目立ち、早くから商店街でに

ぎわっていた駅周辺は商業業務地が集まっています。JR 学研都市線、近鉄奈良線、近鉄大阪線の

沿線には住宅密集地がひろがり、道路や公園などの整備が遅れています。大阪市周辺や国道 308

号沿道に工場地が集まっていますが、以前に比べ住宅の混在が進みました。そのほか幹線道路沿

道への商業施設の立地が進み、農地が大きく減少するなど、土地利用の混在が始まっています。 

 

表 3 本市の土地利用現況 

 平成２7 年 

 面積(ha) 割合(％) 

一般市街地 2629.7 42.6 

商業市街地 428.5 6.9 

工場地 1004.5 16.3 

普通緑地 427.6 6.9 

農地 220.3 3.6 

山林 1060.9 17.2 

水面 46.1 0.7 

公共施設 85.4 1.4 

道路・鉄道敷 249.1 4.0 

その他 23.9 0.4 

合計 6178.0 100.0 

 

 

  

図 7 本市の土地利用現況 
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２－２．本市のみどりの現況 
（１）本市のみどりの特徴 

本市のみどりは、生駒山の豊かなみどりと、古くから農耕地として発達し、現在は公園、農地、

社寺林などとなっている市街地のみどりから成り立っています。 

他都市と比べ、農地やため池などが分布する丘陵地などの多様な環境帯を有することがないた

め、直接市街地と生駒山が接していることが大きな特徴となっています。 

かつてアカマツ林が優占していた生駒山ではマツ枯れによって、コナラ・ヤブムラサキ群集(コ

ナラ・アベマキ群集)等の二次林の落葉広葉樹が広がりました。また近年、大阪府で初めてカシノ

ナガキクイムシによるナラ・カシ類の集団枯死被害(ナラ枯れ被害)が確認されました。 

現在、生駒山は大半が常緑広葉樹林となっており、みどり豊かな里山林を形成するとともに、

河川の水源地としての機能も有しています。 

また、本市の平坦な市街地では、元々低湿地であり樹林が発達してこなかったため、潜在的な

みどりは見られないものの、自然植生が残存している社寺や、水路や農地が所々に残っています。 

一方で生駒山と平坦な市街地の接点となる山麓部では、微地形や微気象と相まって変化に富む

環境を形成し、自然環境の多様性に優れた特性を有しています。 

このことから、生駒山のみどりを不足する市街地へつなぎ、みどりのネットワークを形成する

ことが必要となっています。 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

本市の環境母体である生駒山と連続している市街地であり、本市の市街地の中では、

多くの農地や公園も見られるとともに、複数の河川も流れており、みどりが豊かな市街

地です。 

無秩序な宅地化を防止し、既存のみどりをできる限り保全するとともに、恩智川支流

河川を活かして、市街地に自然の息吹を吹き込む多様な水とみどりのネットワーク化

を推進していく必要があります。 

①東部市街地 (みどりの量：多) 

 

市街化が進む中、花園中央公園、中部緑地、今米緑地等、地域を代表する公園緑地が

見られるとともに、早くから農耕地として利用されてきた地域であることから、比較的

農地も残されており、一定の量のみどりが保全されています。 

既存の緑地を保全するとともに、計画的な公園緑地の整備を図り、東部市街地からの

みどりを公共施設や公園を拠点として、道路や河川でつないでいく必要があります。 

②中央市街地 (みどりの量：中) 

 

市街化が最も進んだ地域となっていることから、みどりが乏しく、金岡公園、八戸の

里公園、楠根川緑地などの公園緑地や第二寝屋川、長瀬川が貴重なみどりとなっていま

す。都市化の進展に伴い、減少するみどりを保全するとともに、効果的にみどりを整

備・確保していく必要があります。 

③西部市街地 (みどりの量：少) 
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図 8 本市の地域区分 
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図 10 緑地の推移（ H 22 → H 27 ） 

※当調査にて対象とする緑地面積は、公園・緑地、運動場・遊園地、畑、水面、原野・牧野、

山林、社寺敷地・公園庭園、墓地、田・休耕地、低湿地、荒蕉地を含む 

出典：Ｈ２７年度都市計画基礎調査(土地利用現況調査) 

（２）緑地の推移 
土地利用現況調査によると､本市の緑地は平成 18(2006)年から平成 22(2010)年にかけ

て､中央市街地において､増加している地域がみられますが､その他の地域においては減少してい

ます(図 9 参照)｡ 

平成 22(2010)年から平成 27(2015)年にかけては､緑地が増加している地域はごくわずか

となり､ほとんどの地域で､変化なしあるいは減少傾向となっています(図 10 参照)｡ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 緑地の推移（ H 18 → H 22 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例

緑地面積増減

50.0 ha 以上 減少

10.0 ha 以上 ～ 50.0 ha 未満 減少

2.0 ha 以上 ～ 10.0 ha 未満 減少

0.1 ha 以上 ～ 2.0 ha 未満 減少

0.1 ha 未満 増減

0.1 ha 以上 ～ 2.0 ha 未満 増加

2.0 ha 以上 ～ 10.0 ha 未満 増加

10.0 ha 以上 ～ 50.0 ha 未満 増加

50.0 ha 以上 増加
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（３）緑被の現況 

緑被率とは航空写真等で上空から見た際の緑(樹木被覆地､草地､農地)に覆われている面積割

合のことです｡ 

500m ﾒｯｼｭ単位でみた緑被率は､下表のとおりです｡市街化区域では約 6.2%､市街化調整区

域は約 89.3%､市域全域では約 22.3%となっています｡本市の東部には生駒山が連なる自然に

恵まれているため､市街化調整区域における緑被率は高くなっていますが､市街化区域において

は､稠密な市街地を形成していることから､緑被率は低くなっています｡ 

大阪府内の他市町村と比較しても､市街化区域における緑被率は低くなっています｡ 

 

表 4 本市の緑被率 

 市街化区域(％) 市街化調整区域(％) 全域(％) 

緑被率 6.2 89.3 22.3 

 

 

(平成 31 年 3 月時点) 

 
図 11 本市の緑被現況 
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（４）施設緑地の現況 

１）都市公園 
都市公園の開設状況については、都市計画公園の開設面積は 136.28ha であり、都市計画面

積 170.12ha に対する開設率は 80.1％です。 

整備未着手の都市計画公園は、街区公園 36 箇所、近隣公園 3 箇所です。 

また、開発に伴い、整備されるその他の都市公園等については 4.16ha となっており、都市

計画公園と合わせた都市公園面積の合計は市域全域で 140.44ha、市街化区域において

96.64ha となっています。 

一人あたりの開設済みの都市公園面積は、市域全域では２.8 ㎡、市街化区域では 1.9 ㎡とな

っており、一人あたりの公園面積は市域全域及び市街化区域共に不足しています。 

 

               表 5 都市公園一覧       (令和２年３月時点) 

公園種別 
計画 計画 開設 

開設 

(市域全域) 

開設 

（市街化区域） 備考 

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha) 面積(ha) 

街区 126 30.82 90 19.24 19.24 
未着手 

36 箇所 

近隣 17 25.30 14 20.85 20.85 
未着手 

3 箇所 

地区 3 16.50 3 11.70 11.70  

総合 1 36.30 1 27.09 27.09  

特殊 1 42.00 1 43.80 ０.00 枚岡公園 

緑地 5 19.20 5 13.60 13.60 
久宝寺緑地

(4.6ha)込 

都市計画 

公園合計 
153 170.12 114 136.28 92.48  

その他の 

都市公園 
  143 4.16 4.16  

都市公園 

合計 
  257 140.44 96.64  

 

 

 
 

 (人口は平成 27 年国勢調査結果) 

 

  

 

 

140.44（ha）/502,784（人）＝2.8 ㎡ (市域全域) 

96.64（ha）/501,649（人）＝1.9 ㎡ (市街化区域) 

都市公園の一人当たり面積 
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出典：各課提供資料 

２）都市公園以外の施設緑地 
都市公園以外の施設緑地については、公共施設緑地と民間施設緑地があります。 

公共施設緑地については、児童遊園が 6.4ha、史跡公園が 0.2ha あります。また、市民運動広

場が６.5ha 設置されているほか、公共の運動場が 53.2ha あります。その他にも公共公益施設

の植栽地が 19.9ha、道路や駅前広場に設置している植樹帯・街路樹が 25.1ha あります。 

また、民間施設緑地については、生産緑地地区を除く農地(宅地化農地、市街化調整区域農地)が

92.4ha、寺社仏閣地の境内地における植栽地が 11.0ha、民有の樹林地が 70.0ha あります。 

 

           表 6 都市公園以外の施設緑地一覧    (令和２年３月時点) 

 
緑地種別 

都市計画区域内面積

（ha） 

市街化区域内面積

（ha） 

公共施設緑地 

児童遊園 6.4※ 6.4※ 

史跡公園 0.2※ 0.2※ 

公共の運動場 53.2 51.9 

市民運動広場 ６.5 ４.7※ 

公共公益施設の植栽地 19.9※ 19.9※ 

植樹帯・街路樹 25.1※ 25.1※ 

府民の森 270.0※ 0.0※ 

日下山 20.0 0 

治水緑地 36.0 14.0 

民間施設緑地 

農地(生産緑地地区を除く) 92.４※ 46.1※ 

寺社仏閣地の境内地における

植栽地 

11.0※ 10.6※ 

樹林地 70.0※ 70.0※ 
※ 航空写真(平成 31 年 3 月)を元に計測 

※樹林地については地域制緑地に該当する分を除く 
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（５）地域制緑地の現況 
 地域制緑地とは主に法や条例により土地利用をコントロールし確保する緑地です。本市におけ

る地域制緑地は、特別緑地保全地区、風致地区、生産緑地地区、近郊緑地保全区域、国定公園、河

川区域、保存樹・保存樹林があります。 

 

① 特別緑地保全地区は、都市緑地保全法(現：都市緑地法)に基づき、風致又は景観が優れており、 

動植物の生息地又は生育地として適切に保全する必要があることから 0.5ha 指定されてい

ます。 

 

② 風致地区は、都市の風致を維持するために、都市計画法によって定められた地区で、383.0ha

指定しています。 

 

③ 生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計

画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的に、都市計画の「地域地区」のひ

とつとして定められた地域です。生産緑地法に基づき、108.5ha を指定しています。 

 

④ 近郊緑地保全区域は、無秩序な市街化のおそれがある都市近郊の緑地に対し、文化財の保全、

緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的とするものであり、東部の

市街化調整区域内の生駒山のみどりのうち 1045.0ha を指定されています。 

 

⑤ 国定公園は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、

国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的と

し、本市では、和歌山、奈良におよぶ金剛生駒紀泉国定公園の一翼を担う生駒山系 840.7ha

が自然公園法に基づき、特別区域に指定されています。 

 

⑥ 河川区域は、災害の防止と流水の正常な機能の維持を図る河川法によって指定されている区

域であり、本市においては、第二寝屋川や恩智川等を始めとした河川区域は約 37.9ha あり

ます。 

 

⑦ 保存樹・保存樹林は、「都市の美観風致を維持するための樹木の保全に関する法律」に準じた 

本市の施行細則に基づき、保存樹 14 本、保存樹林 11 か所(2.8ha)を指定しています。 

 

                表 7 地域制緑地一覧       (令和２年３月時点) 

緑地の種別 
都市計画区域内面積

（ha） 

市 街 化 区 域 内 面 積

（ha） 
関連法 

特別緑地保全地区 0.5※ 0.5※ 都市緑地法 

風致地区 383.0※ 44.1※ 都市計画法 

生産緑地地区 108.5※ 108.5※ 生産緑地法 

近郊緑地保全区域 １,045.0※ 0.0※ 
近畿圏の保全区域に関

する法律 

国定公園 840.7※ 0.0※ 自然公園法 

河川区域 37.9※ 36.3※ 河川法 

保存樹・保存樹林 2.8※ 2.8※ 

都市の美観風致を維持

するための樹木に関す

る法律 
※航空写真を用いて計測した河川延長および平均河川幅をもとに河川区域面積を算出 
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表 8 本市の緑地の数量一覧      (令和２年３月時点) 
  

緑地種別 
都市計画区域内 

面積（ha） 

市街化区域内 

面積（ha） 

施設緑地 

都市公園 都市公園 140.4 96.6 

公共施設緑地 

児童遊園 6.4 6.4 

史跡公園 0.2 0.2 

公共の運動場 53.2 51.9 

市民運動広場 6.5 4.7 

公共公益施設の植栽地 19.9 19.9 

植樹帯・街路樹 25.1 25.1 

府民の森 270.0 0.0 

日下山 20.0 0 

治水緑地 36.0 14.0 

民間施設緑地 

農地（生産緑地地区を

除く） 

92.4 46.1 

寺社仏閣地の境内地に

おける植栽地 

11.0 10.6 

樹林地 70.0 70.0 

施設緑地間

の重複 

  14.0※1 14.0※1 

施設緑地 

合計 

  
736.1 331.6 

地域制緑地 法による地域 

特別緑地保全地区 0.5 0.5 

風致地区 383.0 44.1 

生産緑地地区 108.5 108.5 

近郊緑地保全区域 1,045 0.0 

国定公園 840.7 0.0 

河川区域 37.9 36.3 

保存樹・保存樹林 2.8 2.8 

地域制緑地

間の重複 

 
 1171.4※2 0.0 

地域制緑地 

合計 

 
 1247.0 192.2 

施設緑地と

地域制緑地

の重複 

 

 333.8※3 0.0 

緑地合計   1649.3 523.8 

※1 治水緑地と都市公園(花園中央公園)が重複 

※2 近郊緑地保全区域、国定公園、風致地区が重複 

※3 府民の森、日下山、都市公園(枚岡公園)、近郊緑地保全地区が重複 
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２－３．現行計画の達成状況 

（１）目標値の達成状況 

基本計画では、目標項目として「緑地の確保目標」や「緑化の目標」を掲げ、２０年後の当面

目標、５０年後の超長期目標を設定していました。基本計画に掲げられたみどりの量や緑被率の

目標値の達成状況については、すべての項目で、目標が達成できていないだけでなく、計画策定

時の数値よりも減少していました。 

 
(①～③令和２年３月時点) 

表 9 基本計画の目標値の達成状況  (④平成 31 年 3 月時点) 

 目標項目 平成 11 年度 現況 目標(令和 2 年度) 

① みどりの量(ha) 約 1,700※ 約 1,650 約 1,840※ 

② 施設緑地の量(ha) 約 760※ 約 740 約 860※ 

③ 地域制緑地の量(ha) 約 1,270※ 約 1,250 約 1,320※ 

④ 緑被率(%) 約 6.7  約 6.2 約 7.4  
※平成 11 年度と現在の緑地の量を同条件で比較するため、現在の緑地の定義にて再測定した値へ修正 

 

 

（２）施策の達成状況 

基本計画では、４つの基本方針「みどりの骨格の形成」「身近なみどりの保全・創出」「みどり

の多面的機能を活かした取り組みの推進」「多様な主体の協働によるみどりのまちづくりの推

進」にもとづく取り組みを実施してきました。 

その結果、施策 55 項目中、実施または一部実施と評価できるものは 45 項目あり、約 8 割

については実施しました（施策の実績についてはＰ90～Ｐ93 参照）。 

 

 

 
  

表 10 基本計画の施策の達成状況 

項目 施策数 
実施・一部実施

した施策数 

みどりの骨格の形成 11 11 

身近なみどりの保全・創出 14 12 

みどりの多面的機能を活かした取り組みの推進 16 14 

多様な主体の協働によるみどりのまちづくりの推進 14 8 

計 55 45 
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２－４．市民ニーズの把握 

世論調査結果をもとに、本市のみどりにかかわる市民ニーズを整理しました。 

 

（１）世論調査の実施概要 

 

調 査 地 域：東大阪市内 

調 査 対 象：市内全域在住の満 18 歳以上の市民 

標 本 数：2,700 人 

抽 出 方 法：住民基本台帳による等間隔抽出法 

調 査 方 法：郵送調査法（督促状 1 回発送） 

調 査 期 間：令和元年７月２４日（水）～令和元年８月９日（金） 

有効回収数：1,351 票（50.0％） 

 

（２）回答結果 

１）公共施設・公園や緑地、歩道の「みどり」について 
公共施設の「みどり」については、「今のままでいい」が約 50％、公園や緑地、及び歩道の

「みどり」については、いずれも同約 40％と最も多くなっています。 

 

■周辺の公共施設の「みどり」について 

 

■周辺の公園や緑地の「みどり」について 

 
 

■周辺の歩道の「みどり」について 

 

  

42.3% 28.9% 10.4% 10.1%

0.7%

2.0% 5.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

今のままでいい もっと緑（樹木）を増やしてほしい 樹木よりももっと広場を増やしてほしい
樹木よりも色とりどりの花がほしい 樹木も花も必要ない その他
無回答

（n=1,351）

38.2% 18.5% 18.1% 15.0%

2.4%

1.7% 6.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

今のままでいい 緑よりも歩行空間を優先してほしい
歩行空間に影響の小さい高木を増やしてほしい 防護柵の代用となる安全効果が高い低木（植樹帯）を増やしてほしい
歩道に樹木は必要ない その他
無回答

52.5% 23.8% 0.8% 14.6%

0.7%

1.9% 5.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

今のままでいい 樹木を増やしてほしい
樹木を減らしてほしい 施設を緑化（壁面緑化、屋上緑化など）してほしい
緑は必要ない その他

（n=1,351）



 

  28  

 

２）民有地の「みどり」について 
周辺の住宅（共同住宅を含む）敷地内の「みどり」については、「緑は必要」が 63.5％、周辺

の工場や事業所の敷地内の「みどり」については、同 72.8％とそれぞれ最も多くなっています。 

 

■周辺の住宅（共同住宅を含む）の「みどり」について 

 

■周辺の工場や事業所の敷地内の「みどり」について 

 

３）「農地」について 
⚫ 住宅地周辺にある「農地」や「市民農園」については、「必要と思う」「どちらかと言えば必

要と思う」の合計がいずれも半数以上を占めています。 

 

■住宅地周辺にある「農地」について 

 

 
 

■住宅地周辺の「市民農園」について 

 

 
 

23.0% 28.5% 12.1% 7.1%

20.4%

9.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

必要と思う どちらかと言えば必要と思う どちらかと言えば必要と思わない 必要と思わない わからない 無回答

26.4% 33.1% 9.4% 5.0%

17.4%

8.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

必要と思う どちらかと言えば必要と思う どちらかと言えば必要と思わない 必要と思わない わからない 無回答

（n=1,351）

（n=1,351）

72.8% 7.7% 17.7% 1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

緑は必要 緑は必要ない わからない 無回答

63.5% 9.6% 24.5% 2.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

緑は必要 緑は必要ない わからない 無回答

12.1% 16.0% 16.3% 18.0%

28.9%

8.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

必要と思う どちらかと言えば必要と思う どちらかと言えば必要と思わない 必要と思わない わからない 無回答

（n=1,351）

（n=1,351）
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４）みどりの拠点について 
みどりの拠点となる必要があると思われる場所については、「市役所」「花園ラグビー場」「小学

校」がいずれも約 30％を占めており、本市全体の顔となる公共施設や、各地域の活動拠点となっ

ている小学校が、みどりの拠点となることが期待されていることがうかがえます。 

 

 
  

 

 
 

 
東大阪市を「みどりのネットワークを形成し、うるおいのあるまち」にするために、みど

りの拠点となる必要があると思われる「場所」について(３つまで選択可能) 

 

 

2.5 

2.7 

2.7 

2.7 

2.8 

3.1 

3.3 

6.4 

6.5 

7.5 

9.0 

10.1 

10.2 

11.2 

12.1 

12.2 

14.0 

14.9 

16.0 

28.6 

30.1 

31.2 

 -  20  40  60  80  100

工場

大学

寝屋川

司馬遼太郎記念館

鴻池新田会所

その他

高校

第二寝屋川

長瀬川

恩智川

府立図書館

市立図書館

駅前ビル

東大阪アリーナ

商店街

寺社仏閣

リージョンセンター

鉄道駅

中学校

小学校

花園ラグビー場

市役所

（n=1,351）

％ 
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５）みどりを守る施策について 
みどりを守る施策については、「公園や緑地の「緑」を減らさない」が 82.2％で最も多く、次

いで「水辺空間（水路及び河川周辺）の「みどり」を減らさない」が 43.9％、「道路の「みどり」

を減らさない」が 37.2％の順となっています。 

 

 
 

６）みどりを増やす施策について 
みどりを増やす施策については、「公園や緑地の「緑」を増やすため、整備を進める」が 64.8％

で最も多く、次いで「水辺空間(水路及び河川周辺)に、花や木を植える」が 38.9％、「道路の「み

どり」を増やすため、歩道に植樹を行う」が 35.6％の順となっています。 

 
  

 

 

 

 

2.3 

7.5 

19.2 

22.7 

33.3 

37.2 

43.9 

82.2 

 -  20  40  60  80  100

その他

工場や事業所などの敷地内の「緑」を守る

農地を守る

住宅（共同住宅を含む）敷地内の「緑」を守る

上記以外の公共施設（市役所・学校など）の「緑」を減らさない

道路の「緑」を減らさない

水辺空間（水路及び河川周辺）の「緑」を減らさない

公園や緑地の「緑」を減らさない

 

 

 

3.4 

11.2 

11.8 

15.4 

26.4 

35.6 

38.9 

64.8 

 -  20  40  60  80  100

その他

工場や事業所などの敷地内に「緑化」を一部義務づける

住宅（共同住宅を含む）敷地内に「緑化」を一部義務づける

農地を積極的に残す施策を増やす

上記以外の公共施設（市役所・学校など）に花や木を植える

道路の「緑」を増やすため、歩道に植樹を行う

水辺空間（水路及び河川周辺）に、花や木を植える

公園や緑地の「緑」を増やすため、整備を進める

みどりを守る施策について(３つまで選択可能) 

みどりを増やす施策について(３つまで選択可能) 

（n=1,351）

（n=1,351）

％ 

％ 
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⚫ 公共施設の「みどり」を保全・整備していくことが望まれている 

⚫ 住宅地や事業所などの民有地の「みどり」を増やすことが望まれている 

⚫ 住宅地周辺の農地の保全が望まれている 

⚫ 庁舎・学校等の公共空間施設がみどりの拠点として望まれている 

⚫ みどりへ満足している市民は３割未満と少ない状況である 

まとめ 

（参考） 平成 26(2014)年度世論調査 

 本市全体のみどりの美しい場所や総合的な緑の満足度について、平成 26(2014)年度調

査より抜粋したものを以下に示します。 

 

１）“みどり”の美しさについて、満足している場所について（複数回答） 

“みどり”の美しさに満足している場所については、「生駒山の森林の“みどり”」が

44.8％で最も多く、次いで「公園の“みどり”」が 27.4％、「神社・寺の“みどり”」が

24.1％の順となっています。 

 

 
 

２）本市の“みどり”を総合的にみた満足度について 

本市の“みどり”の総合満足度については、「大いに満足している」「ある程度満足してい

る」を合わせた“満足している”が 28.8％と３割弱となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

  

1.7 27.1 33.8 11.6 24.2 1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大いに満足している ある程度満足している やや不満がある 大いに不満がある わからない 無回答

ｎ=1,454

（単位：％）

“みどり”の美しさについて、満足している場所について（複数回答） 
 

 
 

 

 

 

 

0.3 

2.2 

2.8 

4.8 

6.7 

7.9 

10.9 

15.7 

24.1 

27.4 

44.8 

 -  20  40  60  80  100

工場・事業所の“みどり”

生垣の“みどり”

官公庁など公共施設の“みどり”

田や畑の“みどり”

学校の“みどり”

住宅地の庭の“みどり”

道路の“みどり”（街路樹）

この中にはない

神社・寺の“みどり”

公園の“みどり”

生駒山の森林の“みどり”

(n=1,454) 
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２－５．上位計画・関連計画 

（１）関連する国の施策 

平成 15(2003)年に計画が策定されて以降、国等において次のような関連法が制定または改

定されるとともに、関連政策が展開されています。 

 

表 11 国の関連法・関連政策 

年 項目 概要 

平成 15 年 

(2003年) 
政策 美しい国づくり政策大綱 公表 

平成 16 年 

(2004年) 

政策 ヒートアイランド対策要綱の制定 

関連法 

都市緑地法の制定（旧都市緑地保全法） 

都市公園法の改正 

景観法の制定 

平成 19 年 

(2007年) 
政策 

「新しい時代における「みどり」の整備・保全・管理と総合的

な施策の展開について」公表 

平成 24 年 

(2012年) 

政策 第四次環境基本計画の制定 

政策 生物多様性国家戦略の制定 

平成 25 年 

(2013年) 
政策 ヒートアイランド対策要綱の改正 

平成 27 年 

(2015年) 
関連法 都市農業振興基本法の制定 

平成 28 年 

(2016年) 

政策 地球温暖化対策計画の制定 

政策 都市農業振興基本計画の制定 

政策 
「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり

方検討会」最終とりまとめの公表 

平成 29 年 

(2017年) 
関連法 都市緑地法等の一部を改正する法律の制定 

平成 30 年 

(2018年) 

政策 第五次環境基本計画の制定 

関連法 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の制定 

関連法 気候変動適応法の制定 

令和元年 

(2019 年) 
政策 グリーンインフラ推進戦略の策定 
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出典：都市農業振興基本法のあらまし 

（２）近年の関連法・関連計画 
１）「都市農業振興基本法」【平成 27(2015)年５月】、「都市農業振興基本計画」【平成

28(2016) 年５月】 
食の安全・安心の意識の高まりや地産地消の観点から、自ら農作物を育てることへのニーズが

高まっています。また、都市への人口流入の収束による開発圧の低下、ゆとりや潤いを求めるラ

イフスタイルや価値観の広がり、防災意識の向上などにより、良好な生活環境を形成する貴重な

緑地や災害時の避難場所などにもなる都市農地の役割が見直されています。 

こうしたことを背景に、都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適

切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的として、平成 27(２０１５)

年に「都市農業振興基本法」が制定されました。また、同法に基づき、平成 28(２０１６)年に国

において、都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針などを示した「都市農業振興基

本計画」が定められました。 

 

 

 
図 17 都市農地の主な役割 
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出典：国土交通省 

２）「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」最終とりまとめ

【平成 28(2016)年５月】 
少子高齢化や人口減少など都市を取り巻く社会状況の大きな変化を踏まえ、みどりとオープン

スペース政策はみどりとオープンスペースのポテンシャルを都市のため、地域のため、市民のた

めに最大限引き出すことを重視するステージへの移行が求められています。 

オープンスペースの再編や利活用のあり方、まちの活力と個性を支える都市公園をはじめとす

るみどりとオープンスペースの新たな時代に向けた基本的考え方と施策の方向性を「新たな時代

の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」にてとりまとめ、今後の都市公園や

オープンスペースのあり方について以下の戦略を重点的に推進すべきとされています。 

 

①みどりとオープンスペースによる都市のリノベーションの推進 

集約型都市構造化に向けた都市の再構築の中で、民有緑地や農地等を含めた総合的な視点から

みどりとオープンスペースの確保、活用を戦略的に推進 等 

 

②より柔軟に都市公園を使いこなすためのプランニングとマネジメントの強化 

地域の特性やニーズに応じた都市公園のポテンシャル発揮のための計画、地域の特性に応じた

施設の設置促進、多様な主体との連携によるマネジメントの強化 等 

 

③民との効果的な連携のための仕組みの充実 

様々なステークホルダーとの連携による施策推進に向けた体制の構築、人材の育成、活用 等 

 

 
  

 
図 18 都市公園等のあり方検討会最終とりまとめ概要 
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出典：国土交通省 

３）「都市緑地法等の一部を改正する法律」【平成 29(2017)年６月】 
平成 29(2017)年６月、様々な役割を担っている都市の緑空間を、民間の知恵や活力をできる

限り活かしながら保全・活用していくため、「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行されま

した。 

 

①都市緑地法の改正 

平成 28(2016)年５月に制定された都市農業振興基本計画において、都市農地が都市に「ある

べきもの」と位置づけられたことを踏まえ、農地も緑地に含まれることが明確化された。また、

空き地の有効活用などにより都市のみどりとオープンスペースを確保する取り組みを推進する

「市民緑地認定制度」の創設や、民間団体等による緑地保全や緑化推進に係る取り組みの推進を

図る「緑地管理機構（みどり法人）制度」の拡充が行われた。 

 

②都市公園法の改正 

PFI 事業に係る設置管理許可期間の延伸や、「公募設置管理制度」の創設、社会福祉施設の占用

許可対象への追加とともに、「協議会制度」の創設により公園管理者と地域の関係者とが必要な協

議を行うための協議会を組織することができるようになるなど、民間活力を最大限に活用するた

めの制度の充実が図られた。 

 

③生産緑地法の改正 

都市内の緑地等が継続的に減少する中、より小規模な農地等においても緑地機能の発揮が期待

されることから、生産緑地地区の下限面積を地域の実情に応じて条例により 300 ㎡から 500 ㎡

未満の範囲で定めることが可能となるとともに、経営の安定を通じて農地等の安定的な保全を図

るという趣旨から、生産緑地地区内における設置可能な施設として、製造・加工施設や直売所、

農家レストランが追加された。 

 
図 19 都市緑地法等の改正内容概要 
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出典：国土交通省 

４）「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」【平成 30(2018)年９月】 
都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な野菜などを供給するだけでなく、防災空間や緑地空間

など多様な機能をもっていますが、近年農業従事者の減少・高齢化が進展しています。 

これらの機能を発揮させていくためには、貸借により都市農地を有効活用することを考えてい

くことが重要であり、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が施行されました。 

都市農地の貸借の円滑化にかかる法律に基づき、相続税の納税猶予の適用を受けたまま、自ら

耕作を行う人や市民農園を開設する人へ都市農地(生産緑地)を貸借することが可能となりました。 

 

５）グリーンインフラ推進戦略【令和元(2019)年 7 月】 

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境

が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取り組みで

す。 

 

グリーンインフラを構成する自然環境 

緑地、植栽、樹木、河川、水辺、森林、農地等 

 

グリーンインフラの活用を推進すべき場面 

① 気候変動への対応 

② 投資や人材を呼び込む都市空間の形成 

③ 自然環境と調和したオフィス空間等の形成 

④ 持続可能な国土利用・管理 

⑤ 人口減少等に伴う低未利用地の利活用と地方創生 

⑥ 都市空間の快適な利活用 

⑦ 生態系ネットワークの形成 

⑧ 豊かな生活空間の形成 

 

 
図 20 自然環境が発揮する多様な機能 
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６）東大阪市の上位計画・関連計画 

本市においては、平成 15(2003)年に計画を策定して以降､複数の上位計画､関連計画を策定･

改定しており､本計画は、次に示す上位計画に適合し、関連計画と調和を図る必要があります。 

 

表 12 上位計画及び関連計画 

区分 策定及び改定年次 計画名 

上位計画【適合】 

 ① 令和 2（2020）年 7 月 東大阪市第３次総合計画 

 ② 平成 25（2013）年 3 月 東大阪市都市計画マスタープラン 

 ③ 昭和 57(1982)年９月 金剛生駒区域保全区域整備計画 

関連計画【調和】 

 ④ 令和３（2021）年 3 月 東大阪市第３次環境基本計画 

 ⑤ 平成 27（2015）年４月 東大阪市景観計画 

 ⑥ 令和 2（2020）年 3 月 東大阪市地域防災計画 

 ⑦ 令和 2（2020）年 3 月 東大阪市国土強靭化地域計画 
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① 東大阪市第３次総合計画（令和 2（2020）年 7 月） 

 

項目 概要 

将来都市像 

(基本構想) 

【適合】 

つくる・つながる・ひびきあう ―感動創造都市 東大阪－ 

重点施策 花園中央公園の活用 

官民連携手法の活用やさまざまなイベン

トの開催などを通じ、花園中央公園の魅

力をより一層高め、市のランドマークと

して活性化を図ります。 

分野別施策 公園整備やみどりの確保 

今後も引き続き公園整備やみどりの確保

に努めるとともに、公園の活性化、利用者

の利便性向上のため、民間事業者と連携し

た公園管理・運営の導入を進めます。 

施策の方針 
みどり・公園などの憩いの

場の保全、創出 

市民の身近な憩いの場や、にぎわい創出の

場として、民間のノウハウも活用しなが

ら、魅力ある公園の整備を進めます。さら

に生駒山のみどりを保全するとともに、農

地をはじめとした市街地のみどりを創出

するよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中心拠点

にぎわいゾーン

みどりの拠点

自然緑地

幹線道路軸

鉄道軸

国道308号

大阪メトロ中央線

JR学研都市線

近鉄けいはんな線
近鉄奈良線

地域拠点

花園中央公園

布施公園

八戸ノ里公園

恩智川治水緑地

金岡公園

久宝寺緑地

鴻池新田駅

周辺

瓢箪山駅

周辺

JR長瀬駅

周辺

国
道

号
170

工場集積重点ゾーン

高井田駅

周辺

図 21 総合計画における土地利用の方向性 
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② 東大阪市都市計画マスタープラン（平成 25（2013）年 3 月） 

 

項目 概要 

基本方針 

【適合】 

みどりをつなぐ～都市の骨格をつくる～ 

水・みどり・歴史のネットワークを形成し、都市内にうるおいを導入

します 

施策の方針 

うるおい軸の形成 

生駒山の豊かな自然環境と山麓の歴史・文化

環境、市街地の公園・緑地などを道路沿道や鉄

道沿線の緑化促進や河川堤防の緑道化等によ

る水とみどりと歴史のネットワークとなる

「うるおい軸」の形成を図ります。 

うるおい拠点の形成 

自然とふれあうレクリエーション拠点として

の活用を図る自然環境拠点、生駒山麓の歴史・

文化資源等のみどりとあわせた保全・連携等

を図る歴史・文化拠点、市民の憩いやレクリエ

ーション拠点となるとともに災害時に避難地

や防災拠点となる水・緑の拠点といった「うる

おい拠点」の形成を図ります。 

 

 
 

図 22 都市計画マスタープラン基本方針「みどりをつなぐ」 
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③ 金剛生駒区域保全区域整備計画（昭和 57(1982)年９月） 
 

 

項目  概要 

基本構想 

【適合】 

整備の 

基本的方向 

⚫ 地域開発との調整、樹林地の荒廃防止等により緑地の

保全、回復に努める。 

⚫ 区域の自然の多様な価値及び特性を活かしたより質の

高い自然環境を創造する。 

土地利用の 

基本構想 

地域のそれぞれの特性に応じ、区域内の各地区の有機的連

携のもとに、総体としてスポーツレクリエーションゾーン

を形成する。 

施設整備の 

基本構想 

貴重な資源である緑の景観、文化財等を活用し、必要な施

設の整備を行う。 

 

 

④ 東大阪市第３次環境基本計画（令和３（2021）年 3 月） 

 

項目 概要 

目指す環境像 
豊かな環境を創造するまち・東大阪 

～一人ひとりの行動が未来を築く～ 

施策体系 

【調和】 

身近な自然をまもり

活かすまち 

(環境目標 4) 

生駒山の自然の保全と活用 

水・みどり・歴史のネットワークを形成し、都市

内にうるおいを導入 

快適に過ごせる魅力

のあるまち 

(環境目標 5) 

まちの美化推進と本市らしい景観の形成 

快適で魅力あふれる都市空間の創出 
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図 23 構造別・類型別景観づくりの方針 

⑤ 東大阪市景観計画(平成 27(2015)年４月) 

 

項目 概要 

基本目標 
みんなが愛着と誇りをもち活気にあふれる環境実感都市・東大阪 

（住み、働き、学び、訪れてよい景観のまち・東大阪） 

基本方針 

【調和】 

構造別景観づくりの方針 

類型別景観づくりの方針 
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⑥ 東大阪市地域防災計画(令和 2(2020)年 3 月) 

 

項目 概要 

施策の柱 災害に強いまちづくり 

施策の概要 空地の整備 

⚫ 公園の整備 

⚫ 緑地の保全 

⚫ 治水緑地の整備推進 

⚫ 農地の保全 

⚫ 防災緩衝緑地の整備 

⚫ オープンスペースの利用 

 

 

⑦ 東大阪市国土強靭化地域計画（令和 2（2020）年 3 月） 

 

項目 概要 

基本目標 

（１）人命の保護が最大限図られること 

（２）市及び社会の重要機能が致命的障害を受けず維持されること 

（３）市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

（４）迅速な復旧復興 

事前に備える

べき８つの目

標と対応施策 

（１）人命の保護が最大限図られる。 

⚫ 緊急避難場所の整備 

⚫ 治水施設の整備 

（７）制御不能な二次災害を発生させない。 

⚫ 緊急避難場所の整備 

⚫ 私有林の保全 

⚫ 農業用水路の改修 

⚫ 都市農業活性化及び農地活用の促進 
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２－６．本市のみどりの課題 
 本市のみどりをとりまく課題を以下の 4 つの視点から抽出整理しました。 

（１）基本計画の達成状況からみた課題 

基本計画における目標値については、全ての項目において未達成であり、目標が達成できてい

ないだけでなく、全ての項目において計画策定時の数値より減少している状況にあることから、

計画期間における目標値の見直しが必要です。 

また、施策については、掲げる施策 55 項目中、実施または一部実施と評価できるものは 45

項目であり、約 8 割については実施しましたが、目標である緑地の量の確保にはつながってお

らず、目標達成に向けた施策としては十分ではなかったと考えられます。 

そのため、改定にあたっては、施策の抜本的な見直しが必要であり、緑地の量の確保、質の向

上に向けた実効性のある施策を検討することが必要です。 

 

（２）みどりの量からみた課題 

本市のみどりの量については、生駒山をはじめとする地域制緑地が市域東側に広がっているも

のの、市街化区域においては市街化の進行によって、みどりの量が減少を続けています。 

また、都市公園について人口あたりでみると、市域全体では 2.8 ㎡／人、市街化区域では 1.9

㎡／人と一般的な基準に照らして少ないのが現状です。 

このため、減少するみどりをまもるとともに、みどりを整備・確保していくことが必要です。 

 

（３）みどりの質からみた課題 

みどりの質とは、みどりがどのような内容・性質なのかを捉える視点であり、目的に応じたみ

どりのあり方を考慮して、みどりを保全、創出することでみどりの質は向上します。 

序章でも述べましたが、みどりには、環境保全、レクリエーション、東大阪らしい景観づく

り、防災など、私たちが安全で快適に暮らすために必要な多くの機能があります。そのみどりが

もつ機能に応じて、適正に維持管理することにより、みどりの質を高めることにつながり、多様

なみどりの恩恵を市民が享受でき、市民の生活が豊かになります。 

 

 

表 13 みどりの質の向上と市民への恩恵 

みどりの機能 みどりの質の向上による効果 市民への恩恵 

環境保全 生物多様性の保全や地球温暖化の緩和 自然環境の保全 

レクリエーション 市民が東大阪の誇りと感じ、様々な主体が連

携してみどりの活動へ参加 

市民協働の推進 

景観 みどりによる良好な景観、快適な暮らし 生活環境の向上 

防災 自然災害を防ぎ、被害を軽減する 安全安心のまち 

 

このようなみどりの機能に対する認識を高めていく取り組みは、不十分であることから、みど

りの質を確保する仕組みは十分ではありません。 

過年度に、実施した市民アンケート調査結果によると、本市の『みどりの総合満足度』につい

て、“満足している”が約 29％であるのに対して、“不満がある”は約 45％と半数近くになっ

ています。また、本市の『みどりの美しさ』について、満足している場所としては「生駒山の森

林」「公園」や「神社・寺」の評価は高いものの、「工場・事業所」「生け垣」や「官公庁など公

共施設」のみどりについては評価が低くなっています。 

よって、様々な機能を持つみどりの質の向上により、多様な世代、ライフスタイル、価値観を

持った市民それぞれの、安全で快適な暮らしを実現するために、市民のみどりに対する満足度を

高めていくことが必要です。 

そのためには、みどりの様々な機能について周知するとともに、みどりの機能を活かすととも

に、適正に管理することで、みどりの質を向上していくことが求められます。 
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（４）みどりをとりまく新しい社会潮流からみた課題 
地球温暖化や気候変動問題など地球環境に対する課題が大きくなる一方で、都市のみどりに対

する私たちの認識、取り組みも大きく変化してきています。 

近年の関連法制の制定をみても、都市緑地法の制定（平成 16(2004)年）、都市公園法の改正

（平成 16(2004)年）、景観法の制定（平成 16(2004)年）の他、最近では都市農業振興基本

法の制定（平成 27(2015)年）などがあり、新しい時代における「みどり」の整備・保全・管

理に対する取り組みが推進されつつあります。 

本市においても、これらの流れを受けたより多面的なみどりに関連する施策を推進していくこ

とが必要です。 

 

 
 

 

 

  

 

みどりの量と質における課題の解決に向け、みどりをとりまく新しい社会

的潮流を踏まえた緑地の保全と緑化の推進の施策を、計画的かつ効果的に進

めることを可能とするみどりの基本計画が必要といえます。 
 

まとめ 
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Ⅲ 計画の目標とフレーム 
 

 

 

 

３－１．基本目標・基本方針 

３－２．みどりの将来像 

３－３．計画フレーム 

３－４．計画の目標水準 
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３－１．基本目標・基本方針 
（１）基本目標 

改定計画の基本目標は、令和３年４月を始期とする東大阪市第３次総合計画の基本構想に即す

る必要があることから、総合計画の基本構想においてめざす将来都市像とします。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本方針 

改定計画の基本方針は、都市計画マスタープランに適合する必要があることから、都市計画マ

スタープランにおいて都市づくりの基本方針である「水・みどり・歴史のネットワークを形成し、

都市内にうるおいを導入します」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２．みどりの将来像 
本市のみどりの将来像を示したものが図-24 です。 

本市のみどりのシンボルである「生駒山」を母体に、大規模な公園緑地を中核拠点、中規模な

公園緑地を地区拠点として配置します。また、みどりの風促進区域に指定されている国道３０８

号線や大阪中央環状線等を基幹軸、河川、緑道、街路樹が存在する主な道路を回廊軸とします。 

これは、生駒山のみどりを道路や河川により、市街地へ身近なみどりとしてネットワーク化す

ることにより、日常的に身近なみどりと触れ合う良好な都市環境の形成を目指すものです。 

この将来像を達成するためには、本市のみどりのシンボルである生駒山を保全するとともに、

環境保全、レクリエーション、良好な景観形成、災害時の避難地などの多様な機能を発揮する規

模の大きい公園緑地とそれらの公園緑地に連結する道路・河川における緑地を保全、創出するこ

とが必要です。 

  

つくる・つながる・ひびきあう ―感動創造都市 東大阪－ 

基本目標 

水・みどり・歴史のネットワークを形成し、 

都市内にうるおいを導入します 

基本方針 
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本市のみどりのシンボル、みどりの拠点、みどりの軸とその機能を示したものが下表です。 
 

 

表 14 本市の骨格を形成するみどりの位置づけと機能 

名称 位置づけ 機能の概要 主な機能の種類 

生駒山 
シンボル 

母なる緑地 

本市全体の生物の種の供給源であり、多様な生

物の生息・生育地の場、CO2 の吸収・酸素の

供給、蒸発作用により、環境を保全する 

環境保全 

市街地の修景緑地として背景を彩り、本市のシ

ンボルとなる良好な自然景観を形成 

景観形成 

樹木や草木が地面を覆い、その根が土壌を抑え

ることにより、雨による表面土壌の流出や、土

砂崩れ等の防止 

防災 

自然と触れ合うレクリエーションの場 レクリエーション 

中核拠点 
大 規 模 緑 地

(4ha 以上) 

地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象の緩

和、生物の生息・生育地の場 

環境保全 

立地特性、利用形態や施設に応じた多様で個性

的で魅力のある景観 

景観形成 

災害時の救援・復旧基地、避難場所 

雨水の貯留・浸透機能を高め、流出の抑制 

防災 

市民の多様なレクリエーション拠点 

市民の憩いや癒しの場 

多様なスポーツ・レクリエーション活動、健康

運動、文化活動等多様な活動の拠点 

レクリエーション 

地区拠点 身 近 な コ ミ

ュ ニ テ ィ 緑

地 

地球温暖化の防止、ヒートアイランド現象緩和 

身近な生物の生息・生育地の場 

環境保全 

立地特性、利用形態や施設に応じた多様で個性

的で魅力のある景観 

景観形成 

災害時の救援・復旧基地、避難場所 

雨水の貯留・浸透機能を高め、流出の抑制 

防災 

市民の憩いや癒しの場 

日常のスポーツ・レクリエーション活動、健康

運動、文化活動等多様な活動の拠点 

レクリエーション 

基幹軸 
都 市 の 骨 格

と な る 緑 地

軸 

緑陰を形成し、夏の日差しを和らげ、周囲の気

温上昇を抑えることでヒートアイランド現象の

緩和、CO2 を吸収することで地球温暖化防止

に役立つ 

生物の移動を助け、促進する空間 

環境保全 

まちなみに統一感を与え、沿道景観に彩り・季

節感・うるおいをもたらす 

景観形成 

回廊軸 
生駒山・基幹

軸 と 中 核 拠

点 を 相 互 に

連結する軸 

火災時の熱吸収・低減による延焼防止効果、地

震時の家屋倒壊防止等の防災機能がある 

防災 

散歩やジョギングを促進し、健康増進や精神的

な充実感を与えてくれる。 

レクリエーション 
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（参考）機能の種類からみたみどりについて 

１）環境保全機能 
 みどりは、都市のオアシスとして市民の感性をはぐくみ、心を癒す場として機能します。 

本市では、生駒山、街路樹、河川などの緑地が主に環境保全機能を発揮しており、生駒山の自

然環境を街路樹や河川のみどりのネットワークの形成により、ヒートアイランド等の都市特有の

気象緩和や CO2 の吸収、酸素の供給・地下水涵養などの直接的な都市の環境改善が期待されま

す。 

これらの緑地の適正な保全・整備により、都市環境の改善が進み、都市生活と自然環境が共生

した快適なまちの形成につながります。 

 

 
 

 

 

図 25 環境保全系統図 

  

凡例 

植樹帯、街路樹等 
 

近郊緑地保全区域 

（生駒山） 

府民の森 

特別緑地保全地区 

生産緑地地区 

都市農地 

公共施設 

（庁舎・学校等緑地) 
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図 26 レクリエーション系統図 

２）レクリエーション機能 

都市化の進展、余暇時間の増大、ライフスタイルの多様化によりスポーツや文化活動、自然と

のふれあい、コミュニティ活動など、様々なレクリエーション活動の場が求められています。 

みどりは貴重なオープンスペースであり、市民のコミュニティを育む場となります。拠点とな

る公園を始め、市民の身近な児童遊園にあっては、子供からお年寄りに至るまで多様な世代の交

流を活性化させ日常的なレクリエーションの場として機能します。 

これらの緑地を適正な保全・整備により、レクリエーション活動の場としての機能を持った緑

地の充実と利用の向上を図り、住民の健康な暮らしにつながります。 

  

凡例 
 

近郊緑地保全区域 

（生駒山） 

府民の森 

都市公園(大規模) 

都市公園(中規模) 

都市公園 

児童遊園 

史跡公園 

都市農地 
 

生産緑地地区 
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３）景観形成機能 

生駒山は、本市のシンボルとなる良好な自然景観を形成しております。この生駒山の良好な自

然景観を市街地の修景緑地として背景を彩り、市街地においては、街路樹、特別緑地保全地区、

公共施設緑地が主に景観形成機能を発揮しております。 

街路樹等の樹木によるみどりの空間は四季の変化を実感でき、都市生活にゆとりとうるおいを

もたらします。これらの緑地を適正に保全・整備することで、人々が集まる駅前や公共施設等を

中心に、周辺に調和した東大阪らしい個性と魅力ある都市景観を形成します。 

 

 

 
 

 

 

図 27 景観形成系統図 

  

凡例 

植樹帯、街路樹等 
 

近郊緑地保全区域 

（生駒山） 

府民の森 

特別緑地保全地区 

風致地区 

保存樹・保存樹林 

史跡公園 
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４）防災機能 

みどりは、稠密な市街地の中で貴重な連続するオープンスペースとして、市民の安心安全を保

障する防災のネットワークとして機能します。本市では、街路樹、河川、都市公園が主に防災機

能を発揮しております。 

街路樹は、建物の倒壊防止の役割を果たすとともに、防災時の避難ルートや緊急車両等のアク

セスルートとしても機能します。河川は洪水の調整、公共施設の緑地や都市公園は災害発生時の

避難地や復旧支援基地等としての役割を果たします。 

これらの緑地を適正に保全・整備することにより、本市の防災機能の向上につながります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図 28 防災系統図 

  

凡例 

植樹帯、街路樹等 
 

近郊緑地保全区域 

（生駒山） 

府民の森 

広域緊急交通路 

地域緊急交通路 

避難所指定している庁舎・

学校等の緑地 

広域避難場所 
 

広域避難場所に指定してい

る都市公園緑地 
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平成２７年度(２０１５) 

目標年次 

令和１２年度(２０３０) 

502,784 人 481,914 人 

３－３．計画フレーム 
改定計画の基本的事項となる対象区域、目標年次、計画人口などを次のように設定します。 

 

（１）対象区域 

対象区域は、都市計画区域 6,178ha(市内全域)とします。ただし、市街化調整区域については、

近郊緑地保全区域をはじめ、ほとんどの区域が、地域制緑地として既に保全が図られていること

から、改定計画の施策の対象から除くものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目標年次  
令和３年度を初年度とし、東大阪市第３次総合計画及び都市計画マスタープランの最終年次で

ある令和 12 年度を目標年次とします。 

 
図 29 計画期間 

 

（３）計画人口 
東大阪市第３次総合計画における人口推計値を参考として、目標年次における計画人口は

481,914 とします。 

  

目標年次 

令和１２年度 
策定年次 

令和３年度 

東大阪市第３次総合計画 

東大阪市都市計画マスタープラン 

東大阪市みどりの基本計画 

都市計画区域 6,178ha（市内全域）(ただし、施策の対象は市街化区域とする) 

対象区域 

図 30 計画人口 
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３－４．計画の目標水準 

（１）長期的な目標水準 

市街化区域において、都市における緑地の長期的な目標値は､緑の基本計画ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸに基づくと､

市街化区域の３割以上とされており、本市の市街化区域は 4,981ha であることから、市街化区

域における緑地の長期的な目標値は 1,494ha となります。 

緑地は施設緑地と地域制緑地に分類され、施設緑地は住民１人当たりの緑地の面積は 20 ㎡以

上を確保することとなっており、本市の総合計画や都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝが目標年次とする 2030 年

の推計人口を基に算出しますと､本市の施設緑地の長期的な目標値は 963.8ha となります｡ 

また､施設緑地は､都市公園と都市公園以外に分類されており､都市公園については､本市区域内

の住民 1 人当たりの敷地面積の標準は 10 ㎡以上と､本市都市公園条例に定めており、本市の都

市公園は 481.9ha が目標水準となります。 

本市は､市街化調整区域の大部分が､既に地域制緑地として保全されており､緑地の長期的な目

標を達成するためには､施設緑地を市街化区域内に整備する必要があります｡ 

このことから、市街化調整区域にある都市公園(枚岡公園 43.8ha)を除いた 438.1ha を市街

化区域内の都市公園の長期的な目標値とすることとし､残りの 525.7ha を都市公園以外の長期

的な目標値とします｡ 

よって、市街化区域において､963.8ha の施設緑地を確保し､残りの 530.2ha を地域制緑地

によって確保することを長期的に目指します｡ 

 

 

 
  

表 15 市街化区域における緑地の長期的な目標水準 

区分 

長 期 的

な 目 標

(ha) 

算出方法 根拠 

(参考) 

現状

(ha) 

緑地の目標水準 1,494.0 4,981(ha)×0.3 
緑の基本計画 

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
523.8 

内

訳 

施設緑地の目標水準 963.8 

481,914(人)×20(㎡) 

＝9,638,280(㎡) 

≒963.8(ha) 

緑の基本計画 

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 
331.6 

内訳 

都市公園の 

目標水準 
438.1 

481,914(人)×10(㎡) 

＝4,819,140(㎡) 

≒481.9(ha) 

 

481.9-43.8＝438.1(ha) 

東大阪市 

都市公園条例 
96.6 

都市公園以外 

の目標水準 
525.7 

963.8-438.1 

＝525.7(ha) 
― 235.0 

地域制緑地の目標水準 530.2 
1,494.0-963.8 

＝530.2(ha) 
― 192.2 

 

（公園の設置基準） 

第２条の２ 本市の区域内の公園の住民１人当たりの敷地面積の標準は、10

平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民１人当たりの敷地面

積の標準は、５平方メートル以上とする。 

東大阪市都市公園条例(抜粋) 
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※１都市計画公園事業の実施目標 

※2 過去の開発行為により帰属された都市公園の実績を踏まえた予測 

※3 都市計画道路事業による植樹帯の面積目標 

※4 過去 10 年間の宅地化農地の減少を踏まえた予測 

※5 指定要件緩和後の指定実績を踏まえた予測 

※6 過去 10 年間の地区指定廃止実績を踏まえた予測 

（参考）緑地の推移予測 
令和元年度から目標年次(令和 12 年度)における本市の継続事業による緑地の推移予測は、施

設緑地については、都市計画公園等の整備により 12.5ha、都市計画道路事業の実施による植樹

帯の整備により 0.01ha 増加となっています。 

また、地域制緑地については、生産緑地地区の指定要件緩和による指定の実績を、目標年次ま

で同様に推移すると予測すると、約 6.3ha 増加すると予測されます。 

一方で、民有地である宅地化農地や生産緑地地区が、直近 10 年間のペースで今後も同様に減

少した場合、宅地化農地は 26.8ha、生産緑地地区は 17.6ha 減少し、合計 44.4ha 減少するこ

とが予測されます。 

このことから、本市の市街化区域の緑地については、目標年次において、令和元年度から約

25.6ha 減少することとなります。市が実施する事業による緑地の増加を、民有地の緑地の減少

が上回ると予測されることから、本市の市街化区域の緑地は、継続事業の実施のみでは今後も減

少し続けます。 

 

表 16 今後の緑地の推移予測 

緑地の種類 名称 
事業による 

増加面積(ha) 

減少予測 

面積（ha） 

施設緑地 

都市計画公園 約 11.7※1 ― 

都市公園 

（開発による帰属等） 

約 0.8※２ ― 

公共施設緑地 約 0.01※3 ― 

宅地化農地 ― 約 26.8※4 

地域制緑地 生産緑地地区 約 6.3※5 約 17.6※6 

合計  約 18.8※0 約 44.4※0 
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（２）改定計画における緑地の保全及び緑化の目標 
改定計画の基本目標である「つくる・つながる・ひびきあう－感動創造都市 東大阪－」の実

現に向けて、計画期間において目指すべき数値目標を設定します。 

緑地が減少することが予測されていることから、継続、拡充事業に加えて新規事業を令和３年

度から令和 12 年度において実施することにより、令和元年度の緑地の量を確保するとともに、

質の向上を目指します。よって、目標値は量と質の２種類とします。 

 

１）量の目標値 
 

目標値①(施設緑地について) 

 
表 17 市街化区域の施設緑地の目標値 

今後の予測 約 26.8ha 減少 民有地の緑地(都市農地)は、今後も同様に減少 

事業の効果 約 12.5ha 増加 都市計画事業等の推進 

 

 

 

 令和元年度 令和 12 年度(目標) 増減（ha） 

施設緑地(市街化区域) 約 331 約 317 約 14 減少 

 

 
目標値②(地域制緑地について) 

 
表 18 市街化区域の地域制緑地の目標値 

今後の予測 約 11.3ha 減少 生産緑地地区は、今後も同様に減少 

事業の効果 約 25.6ha 増加 緑化制度設立等の新規事業の推進 

 

 

 

 令和元年度 令和１２年度(目標) 増減（ha） 

地域制緑地(市街化区域) 約 192 約 206 約 14 増加 
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96.6 109.1 109.1 

108.2 
108.2 108.2 

126.7 99.9 99.9 

192.2 
180.9 180.9 

26

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

令和元年度 令和12年度

（予想）

令和12年度

（目標）

都市公園 公共施設緑地 民間施設緑地 法による地域 条例による地域

目標値③(緑地の総量について) 

上記の２つの目標を達成することにより、緑地の総量を現状の緑地面積以上とします。 

市街化区域において、市街化区域の約 10.5％に相当する面積以上を確保します 

 

表 19 市街化区域の緑地（総量）の目標値 

 令和元年度 令和１２年度(目標) 増減（ha） 

緑地の総量(市街化区域) 
約 523 

(10.5%) 

523 以上 

(10.5%以上) 
０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表 20 市街化区域の緑地の現状、予測、目標値まとめ 

緑地の種類 

平成 11 年度 

1999 年度 

(ha) 

令和元年度 

2019 年度 

(ha) 

令和 12 年度 

2030 年度 

(予想)(ha) 

令和 12 年度 

2030 年度 

(目標)(ha) 

施設緑地 約 361 約 331 約 317 317 以上 

地域制緑地 約 214 約 192 約 181 206 以上 

合計 約 575 約 523 約 498 523 以上 

 

 
 

 

 
 

 

以上 
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２）質の目標値 

質についての目標項目としては、本市のみどりに対する市民の満足度とします。平成２６

(2018)年度の満足度調査においては、約２９％が満足・やや満足であったことを踏まえ、改定計

画の目標値は市民の満足度の向上が実感できることを目的として、満足・やや満足の方が４０％

以上とします。 

 

表 21 質の目標値 

 平成 26 年度 令和 12 年度(目標) 

みどりの満足度 

(満足・やや満足) 
29% 40%以上 
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Ⅳ みどりの具体的施策方針 
 

 

 

 

４－１．施策方針の体系 

４－２．みどりをまもる（みどりの保全） 

４－３．みどりをふやす（みどりの整備） 

４－４．みどりをいかす（みどりの活用） 
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４－１．施策方針の体系 
（１）みどりの施策方針 

平成 11(1999)年から令和元(2019)年において、大幅に緑地(みどり)が減少していますが、

市が単独で緑地(みどり)を大幅に増やすことは、用地の取得など多大な費用が必要となるため、困

難であります。 

このことから、本市においては、まず今あるみどりを減らさない(まもる)ことが必要であり、そ

の上で、新たなみどりを増やす(ふやす)施策を実施していく必要があります。 

市街化区域のみどりを増やすためには、都市公園などの公的空間における緑の確保とあわせ、

市民の協力を得ながら、大規模な建築物の敷地内空地や屋上・壁面緑化、また個人の住宅の庭な

どにおける身近な民有地の緑化の取り組みがきわめて重要です。 

また、都市緑地法等の改正により、緑地が発揮するさまざまな機能を評価する(いかす)ことが重

要といえます。 

改定計画の基本方針である「水・みどり・歴史のネットワークを形成し、都市内にうるおいを

導入する」ことを実行し、基本目標「つくる・つながる・ひびきあう－感動創造都市 東大阪－」

を実現するには、今ある緑地を保全し、それらをつないでいくために、緑化を推進することが必

要であり、あわせて、みどりの拠点となるべき区域においては、それらを特別に保全する施策が

必要となります。 

上記を踏まえて、「みどりをまもる」「みどりをふやす」「みどりをいかす」の３つを改定計画の

施策の方針に定めます。 

 
 

図 31 みどりの施策方針 

 

  

 

みどりをまもる 

（保全） 

 

みどりをふやす 

（整備） 

 

みどりをいかす 

（活用） 
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（２）みどりの体系 
みどりの基本計画のみどりの体系を示したものが下図です。 

  

水・みどり・歴史のネットワークを形成し、 

都市内にうるおいを導入します 

みどりをまもる 

（保全） 

みどりの将来像の実現に向けた取り組み 

みどりの減少を 

とめる 

みどりをふやす 

（整備） 

施策方針① 施策方針② 

みどりをいかす 

（活用） 

施策方針③ 

基本方針 

つくる・つながる・ひびきあう－感動創造都市 東大阪－ 

基本目標 

図 32 みどりの体系図 

点在するみどりを 

つなぐ 

みどりの 

機能を評価する 
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（３）施策別取り組み内容 
緑地の保全及び緑化の推進事業に関しては、施策の方針に基づき、以下の通り施設緑地につい

ては施設別に、地域制緑地については法体系別に取り組みを分類しました。 

 

表 22 施策の方針に基づく具体的な取り組み 
施策方針 分類 分類ごとの取り組み 具体的な取り組み 種類 主な機能区分 

 

① 

みどりを 

まもる  

施設 

緑地 

都市公園 １－① 都市公園の保全 

公園施設の更新 継続 

レクリエーション 

防災 

定期的な公園の安全点検 継続 

市民と協働による公園の維持 継続 

公園施設の長寿命化の取り組み 継続 

公共 

施設緑地 

１－② 児童遊園の保全 
定期的な児童遊園の安全点検 継続 

市民と協働による児童遊園の維持 継続 

１－③ 史跡公園の保全 史跡公園の施設の維持管理 継続 
レクリエーション 

景観 

１－④ 
庁舎・学校等の公共空間 

の緑地の保全 
庁舎・学校等の公共空間の緑地の保全 継続 

環境保全 

防災 

１－⑤ 
植樹帯・街路樹・ 

プランター花壇の保全 

街路樹の維持管理 継続 

環境保全 

景観 

枯死した街路樹の補植 継続 

駅前や公共施設の緑地の維持管理 継続 

みどりに関心のある市民の育成 継続 

地域制 

緑地 

 

法による 

もの 

１－⑥ 特別緑地保全地区の保全 特別緑地保全地区の保全活動と助成 継続 
環境保全 

景観 

１－⑦ 風致地区の保全 風致地区の保全 継続 景観 

１－⑧ 生産緑地の保全 
生産緑地制度・特定生産緑地制度の活

用 

新規 

継続 

環境保全 

防災 

１－⑨ 河川の保全 河川の保全 継続 防災 

１－⑩ 保存樹・保存樹林の保全 
指定した保存樹・保存樹林の保全に 

対する助成 
継続 景観 

条例による

もの 
１－⑪ 民有地の緑地の保全 

緑化制度の設立 新規 

景観 

環境保全 

緑化制度に基づく緑地の保全 新規 

景観計画に伴う緑化 継続 

民有地緑化への助成 継続 

 

② 

みどりを 

ふやす 

施設 

緑地 

都市公園 ２－① 都市公園の整備 

都市計画公園の整備 継続 

レクリエーション 

防災 

開発事業に伴う公園整備 継続 

長期未着手の都市計画公園の見直し 新規 

公共 

施設緑地 

２－② 児童遊園の整備 児童遊園の確保・整備 継続 

２－③ 史跡公園の整備 史跡公園の整備拡充 継続 
レクリエーション

景観 

２－④ 
庁舎等の公共空間の 

緑地の整備 
庁舎等の公共空間の緑化の推進 継続 

環境保全 

景観 

２－⑤ 
植樹帯・街路樹・ 

プランター花壇の新設 

都市計画道路事業に伴う植樹帯・ 

街路樹の整備 
継続 景観 

環境保全 
駅前等公共施設の緑化の推進 継続 

地域制 

緑地 

法による 

もの 
２－⑥ 保存樹・保存樹林の指定 保存樹・保存樹林の指定 継続 景観 

条例による

もの 
２－⑦ 民有地の緑化の推進 

緑化制度の設立 新規 

景観 

環境保全 

緑化制度に基づく緑化 新規 

景観計画に伴う緑化 継続 

民有地緑化への助成 継続 

市民緑地制度の活用 新規 

③ 

みどりを 

いかす 

施設 

緑地 

 

都市公園 ３－① 都市公園の活用 
Park-PFI 制度の導入 新規 レクリエーション 

防災 指定管理者制度の見直し 継続 

民間 

施設緑地 
３－② 都市農地の活用 

市内の地産地消の推進 継続 
レクリエーション 

環境保全 
都市農地の貸借制度の周知 継続 

福祉農園の貸し付け 継続 

※防災については、河川と本市の避難地、避難所としての位置づけがある緑地を対象とした 
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３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

八戸の里公園 若江本町北公園 

４－２．みどりをまもる(みどりの保全) 
（1）施設緑地 
1）都市公園 
本市が管理する都市公園を、計画的で効率的な維持管理により、適正に保全します。 

 

＜１－① 都市公園の保全＞ 

都市公園は、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確

保に寄与するとともに、豊かな地域づくりに資する市民の活動の場、憩いの場を提供するもので

す。 

 

 
  

 

都市公園の保全の方針 
① 市民が安心して利用できるように、定期的に公園施設の安全点検を実施するとともに、官

民連携による公園づくりを推進し、快適な公園を維持管理します。 

② 公園樹木の剪定及び病害虫の防除等の適正な維持管理により、健全な樹木育成を図りま

す。また、雨水貯留や遊水地等の防災・減災機能に留意し、安心安全な公園の環境を市民

に提供します。 

③ 公園施設の長寿命化の取り組みを実施します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

公園施設の更新 

(継続事業) 

 

 

都市公園維持管理事業 

土木部 

定期的な公園の安全点検 

(継続事業) 

 

 

都市公園維持管理事業 

土木部 

市民と協働による公園の維持 

(継続事業) 

 

 

都市公園維持管理事業 

土木部 

公園施設の長寿命化の取り組み 

(継続事業) 

 

 

公園施設長寿命化計画事業 

土木部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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池島町児童遊園 

河内寺廃寺跡史跡公園 

2）公共施設緑地（都市公園以外） 
公共施設緑地は、児童遊園、史跡公園、庁舎・学校等の公共空間の緑地、植樹帯・街路樹・プ

ランターがあります。現存するこれらの緑地を計画的に保全します。 

 

＜１－② 児童遊園の保全＞ 

児童遊園は、子どもの心身の健やかな成長を図り、市民に憩いの場を提供し、市民の福祉の増

進に資することを目的に、民有地等を土地利用貸借契約により確保し、市民に開放しています。

今後も、現存する児童遊園を計画的に保全します。 

 

児童遊園の保全の方針 
① 定期的に適切な安全点検を実施し、施設の診断

を行い、安全確保のための措置を講じ、市民が

安心して利用できるような児童遊園の状態を

確保します。 

② 市民と協働にて、快適な児童遊園を維持管理しま

す。 

 

 

 

 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

定期的な児童遊園の安全点検 

(継続事業) 

 

 
児童遊園維持管理事業 

土木部 

市民と協働による児童遊園の維持 

(継続事業) 

 

 
児童遊園維持管理事業 

土木部 

 

＜１－③ 史跡公園の保全＞ 

史跡公園とは、史跡の保存と市民の郷土理解・文

化的向上を目的とした施設です。 

平成 29 年（2017）には、河内町にある古代寺

院の跡地を「河内寺廃寺跡史跡公園」として整備

し、一般公開を開始しました。今後も、史跡の保存

と活用のため史跡公園を適切に保全します。 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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意岐部小学校グラウンド 本庁舎の植栽地 

史跡公園の保全の方針 
① 史跡を保存するとともに、史跡公園を市民が安全に利用できるよう適切な維持管理を踏まえ

て保全します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

史跡公園の施設の維持管理 

(継続事業) 

 

 

河内寺廃寺跡史跡公園維持管理事業 

人権文化部 

 

＜１－④ 庁舎・学校等の公共空間の緑地の保全＞ 

庁舎・学校等の公共空間は、人々が多く集まり利用する場であり、みどり豊かなまちづくりの

中心的役割を担います。今後も、現存する植栽やグラウンド等を保全します。 

 

 
 
 

庁舎・学校等の公共空間の緑地の保全の方針 
① 公共施設における植栽やグラウンド等については、市民が快適で安心して利用できるよう、

環境保全や防災の向上に向け、適正に維持管理し、保全します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

庁舎・学校等の公共空間の 

緑地の保全 

(継続事業) 

 
リージョンセンター維持管理事業 

 
 

庁舎等維持管理事業 
 

 
学校施設維持管理事業 

 
 

市営住宅維持管理事業 
 

 
花壇等維持管理事業 

 
 

緑化推進事業 
 

 
公共下水道ポンプ場等維持管理事業 

市民生活部 

企画財政部 

環境部 

消防局 

水道総務部 

施設整備室 

社会教育部 

人権文化部 

建築部 

土木部 

下水道部 

 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

八戸ノ里駅前フラワーポール 街路樹 

＜１－⑤ 植樹帯・街路樹・プランター花壇の保全＞ 

道路や駅前広場にある街路樹やプランターは、景観形成、都市環境負荷の軽減、道路交通にお

ける安全確保、延焼防止、避難経路の確保など様々な役割を果たしています。今後も、現存する

植樹帯・街路樹・プランター花壇を保全します。 

 

 

 
 

 

植樹帯・街路樹・プランター花壇の保全の方針 
① 街路樹の剪定及び病害虫の防除等の適正な維持管理により、健全な樹木育成を図り、安全な

道路環境を市民に提供します。 

② 枯死樹木については計画的に補植し、市民が快適になるよう、良好な景観を形成します。 

③ 設置したプランター花壇を市民と協働にて保全します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

街路樹の維持管理 

(継続事業) 

 

 

東大阪市内街路樹維持管理事業 

 

 
東大阪市内街路樹剪定事業 

 

土木部 

枯死した街路樹の補植 

(継続事業) 

 

 

街路樹枯死樹木補植事業 

 

土木部 

駅前や公共施設の緑地の 

維持管理 

(継続事業) 

 

 

花壇等維持管理事業 

緑化推進事業 

土木部 

みどりに関心のある 

市民の育成 

(継続事業) 

 

 
緑化推進事業 

 

土木部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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特別緑地保全地区(今米) 特別緑地保全地区(今米) 

（2）地域制緑地 

１）法によるもの 
本市には、関係法令により、地域制緑地として保全されている特別緑地保全地区、風致地区、

河川区域、保存樹・保存樹林があり、今後もこれらの指定による保全を継続します。 

 

＜１－⑥ 特別緑地保全地区の保全＞ 

特別緑地保全地区は、都市計画区域内の緑地であって、特に良好な自然的環境を形成している

もので市街地及びその周辺地域に存するものを、都市計画の「地域地区」のひとつとして定めら

れた区域です。今後も、当地区の保全を継続します。 

 

 
 

 

 

特別緑地保全地区の保全の方針 
① 特別緑地保全地区において、一定の行為に対して制限を行います。 

② 市と市民が協働して、当地区の保全活動を実施します。 

③ 保全者に対して助成を行うことにより、当地区の自然環境の保全を図り、良好な景観を形成

します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

特別緑地保全地区の保全活動 

(継続事業) 

 

 
特別緑地保全地区保全活動事業 

 

土木部 

特別緑地保全地区の保全に 

対する助成 

(継続事業) 

 

 
特別緑地保全地区助成金交付事業 

 

土木部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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生産緑地地区 

＜１－⑦ 風致地区の保全＞ 

「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自

然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、

都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について、都市計画の「地域地区」のひとつ

として定められた区域です。今後も、当地区の保全を継続します。 

 

風致地区の保全の方針 
① 条例に基づき、一定の行為に対して制限を行い、良好な風致景観の保全を図ります。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

風致地区の保全 

(継続事業) 

 

 
風致維持事業 

土木部 

 

＜１－⑧ 生産緑地の保全＞ 

都市における農地は、都市住民の生活と隣り合った農業生産の場として、また都市住民の生活

環境を保全する緑地として、保全すべき貴重な空間です。 

都市農地が発揮する様々な機能(防災機能・景観形成機能・環境保全機能)を評価し、これまでの

「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと位置づけが転換されたことを踏まえ、保

全すべき都市農地を積極的に生産緑地地区に指定します。 

また、生産緑地地区に指定されると３０年間の営農義務が生じますが、３０年経過後は土地所

有者の判断で市長に対して買取り申出が可能となり、都市計画上、不安定な状態に置かれること

となります。そこで、３０年経過しようとする生産緑地を積極的に特定生産緑地に指定し、買取

り申出が可能となる期日を１０年延期することで生産緑地の保全を図ります。 

 

生産緑地の保全の方針 
① 保全すべき都市農地について、東大阪市生

産緑地地区指定方針に基づき、生産緑地地

区・特定生産緑地の指定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

生産緑地制度・特定生産緑地

制度の活用 

 (新規・継続事業) 

 

 
生産緑地制度・特定生産緑地制度の活用 

 

都市計画室 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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保存樹・保存樹林 保存樹・保存樹林 

大川(一級河川) 

＜１－⑨ 河川の保全＞ 

河川区域は、災害の防止と流水の正常な機能の

維持を図る河川法によって指定された区域です。  

今後も、当地区の保全を継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川区域の保全の方針 
① 自然災害による被害の軽減に目指し、河川の機能を維持し、当区域の保全を図ります。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

河川の保全 

(継続事業) 

 

 
都市基盤河川改修事業 

 

土木部 

 

＜１－⑩ 保存樹・保存樹林の保全＞ 

保存樹・保存樹林は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に基づき、都

市の美観風致を維持するために必要があると認める樹木や樹林を指定したものです。今後も、保

存樹・保存樹林の保全を継続します。 

 

 
 

 

保存樹・保存樹林の保全の方針 
① 保存樹・保存樹林に指定されている樹林・樹林地については、保全者への助成により、適切

な維持管理を実施し、保全することで良好な景観を形成します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

指定した保存樹・保存樹林の 

保全に対する助成 

(継続事業) 

 

 
保存樹・保存樹林助成制度による保全事業 

 

土木部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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民有地の生垣 景観に配慮した接道緑化 

２）条例によるもの 
条例や規則により、地域制緑地として確保した民有地や公有地の緑地を計画的に保全します。 

＜１－⑪ 民有地の緑地の保全＞ 

市街化が進む中、市街地の大半を占める民有地の緑地を、市民の協力を得ながら、地域制緑地

として確保し、保全する必要があります。 

 

  
 

 

民有地の緑地の保全の方針 
① 民有地における緑地の保全を図るため、市独自の緑化条例を制定し、条例に基づき設置した

緑地については、適切に維持管理することを義務付け、計画的に保全を図るとともに、良好

な景観を形成します。 

② 東大阪市景観計画に伴い、一定規模を超える建築物については、接道延長の半分を緑化する

ことを努力義務とし、設置した緑地の計画的な保全を図ります。 

③ 東大阪市緑化助成規則に基づき、民有地の緑化の助成を実施し、助成した緑地に対して、計

画的に保全することを義務付けます。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

緑化制度の設立 

(新規事業) 

 

 
(仮称)東大阪市緑化条例の制定 

 

土木部 

緑化制度に基づく緑地の保全 

(新規事業) 

 

 
(仮称)東大阪市緑化条例に基づく指導 

 

土木部 

景観計画に伴う緑化 

(継続事業) 

 

 
接道緑化指導 

 

土木部 

民有地緑化への助成 

(継続事業) 

 

 
民有地緑化助成事業 

 

土木部 

 

  

３ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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川俣公園 善根寺公園 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

４－３．みどりをふやす(みどりの整備) 

（1）施設緑地 

１）都市公園 

拠点となる、本市が管理する既存の都市公園の整備拡充を進めるとともに、都市公園が不足す

る地域を優先的に整備します。 

 

＜２－① 都市公園の整備＞ 

都市公園の存在効果と利用効果に着目し、地域の特性を踏まえた効果的な整備を行います。 

 

 
 

 

都市公園の整備の方針 
① 子どもからお年寄りまで全ての市民が、身近に憩い楽しむことのできることを目的とし

て、バリアフリーに配慮するとともに、避難地等、防災機能をあわせもった安全で利用し

やすい公園を整備します。 

② 開発事業に伴い、必要な公園を整備します。 

③ 長期未着手の都市計画公園については、必要性を再検証し、都市計画公園の見直しを行いま

す。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

都市計画公園の整備 

(継続事業) 

 

 

都市計画公園整備事業 

 

土木部 

開発事業に伴う公園整備 

(継続事業) 

 

 

その他の都市公園整備事業 

 

土木部 

長期未着手の都市計画公園の 

見直し 

(新規事業) 

 

 

都市計画公園の見直し事業 

 

都市計画室 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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若江北第２児童遊園 

河内寺廃寺跡史跡公園 

２）公共施設緑地（都市公園以外） 
児童遊園は土地使用貸借契約により確保し、史跡公園は計画的に整備拡充を推進します。ま

た、庁舎・学校等の公共空間の緑地については、現存する緑地以上の確保を目指します。 

道路空間を形成する植樹帯・街路樹・プランター花壇については、効果的な機能を発揮する

よう、計画的に整備します。 

 

＜２－② 児童遊園の整備＞ 

条件を満たす民有地を、土地使用貸借契約により

児童遊園として計画的に確保し、効果的に整備しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童遊園の整備の方針 
① 土地使用貸借契約により、民有地を確保し、安心安全で快適な児童遊園として整備します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

児童遊園の確保・整備 

(継続事業) 

 

 
児童遊園整備事業 

土木部 

 

＜２－③ 史跡公園の整備＞ 

国史跡河内寺廃寺跡を史跡公園として整備拡大

し、研究成果に基づいた遺構の復元等を行うこと

で、誰もが分かりやすく歴史に触れられる市民の憩

いの場として一般に公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

史跡公園の整備の方針 
① 史跡を保存するとともに、市民が安全に利用でき、良好な景観を形成する史跡公園を計画的

に整備拡充します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

史跡公園の整備拡充 

(継続事業) 

 

 

河内寺廃寺跡史跡公園整備事業 

 

人権文化部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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東大阪市文化創造館の植栽地 東大阪市文化創造館の植栽地 

＜２－④ 庁舎等の公共空間の緑地の整備＞ 

庁舎等の公共施設の改修に伴い、今以上の緑地を確保するとともに、良好な景観形成に努めま

す。 

 

 
 

 

 

庁舎等の公共空間の緑地の整備の方針 

① 庁舎等の公共施設の改修に伴い、適切な緑化を図り、良好な景観を形成します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

庁舎等の公共空間の 

緑化の推進 

(継続事業) 

 

 
リージョンセンター整備事業 

 

 
旧上小阪東住宅建替事業 

 

 
(仮称)東大阪市営荒本住宅 C 棟建替事業 

 

 
(仮称)東大阪市営北蛇草住宅 C 棟建替事業 

 

 
駅前等公共施設緑化事業 

 

市民生活部 

建築部 

土木部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

４ ５ ６ 

５ ６ ７ 

４ ５ ６ ７ ８ 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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布施駅前プランター 吉田駅前フラワーポール 

＜２－⑤ 植樹帯・街路樹・プランター花壇の新設＞ 

都市計画事業に伴い、植樹帯・街路樹を新設し、プランター花壇についても、効果的な機能を

発揮するよう、計画的に整備します。 

 

 
 

 

植樹帯・街路樹・プランター花壇の整備の方針 
① 都市計画道路事業に伴い、植樹帯・街路樹を新設します。また、駅前広場や幅員が確保でき

る道路においては、プランターを設置し、良好な景観を形成します。 

 実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

都市計画道路事業に伴う 

植樹帯・街路樹の整備 

(継続事業) 

 

 
都市計画道路整備事業 

 

土木部 

駅前等公共施設の緑化の推進 

(継続事業) 

 

 
駅前等公共施設緑化事業 

 

土木部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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保存樹・保存樹林 保存樹・保存樹林 

（2）地域制緑地 

1）法によるもの 

 
＜２－⑥ 保存樹・保存樹林の指定＞ 

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律に基づき、都市の美観風致を維持す

るために必要があると認める樹木や樹林を今後も継続して指定します。 

 

 
 

 

保存樹・保存樹林の指定の方針 
① 都市の美観風致を維持するために必要があると認める樹木や樹林については、保全者へ助成

を行い、保存樹・保存樹林に指定を行い、良好な景観を形成します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

保存樹・保存樹林の指定 

(継続事業) 

 

 
保存樹・保存樹林指定事業 

 

土木部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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景観に配慮した接道緑化 民有地の植栽帯 

2）条例によるもの 
条例等により民有地の緑地の保全と緑化の推進を図り、地域制緑地として緑地の確保を目指し

ます。 

 

＜２－⑦ 民有地の緑化の推進＞ 

条例を制定し、条例や規則により地域制緑地として民有地の緑化を推進します。 

 

 
 

 

民有地の緑化の推進の方針 
① 公有地や民有地における緑化の推進を図るため、市独自の緑化条例の制定など、緑化を義務

化する制度や基準を導入します。 

② 東大阪市景観計画に伴い、建築面積が１０００㎡を超えるあるいは高さ１５ｍを超える建築

物については、接道の半分を緑化することを努力義務とし、景観形成重点地区については、

より小規模な建築物についても対象とします。 

③ 東大阪市緑化助成規則に基づき、民有地の緑化の助成を実施し、緑化と景観の向上を推進し

ます。 

④ 都市緑地法の改正を踏まえ、民間の土地を活用して緑のオープンスペースを確保していく、

市民緑地制度を活用し、緑化を推進します。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

緑化制度の設立 

(新規事業) 

 

 
(仮称)東大阪市緑化条例の制定 

土木部 

緑化制度に基づく緑化 

(新規事業) 

 

 
緑化条例に基づく指導 

土木部 

景観計画に伴う緑化 

(継続事業) 

 

 
接道緑化指導 

土木部 

民有地緑化への助成 

(継続事業) 

 

 
民有地緑化助成事業 

土木部 

市民緑地制度の活用 

(新規事業) 

 

 
市民緑地制度の活用 

土木部 

 

  

３ 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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図 33 Park-PFI イメージ 

花園中央公園 花園中央公園 

出典：国土交通省 

４－４．みどりをいかす(みどりの活用) 
（1）施設緑地 
１）都市公園 

都市公園法の改正を踏まえ、より柔軟に本市が管理する都市公園を活用します。 

 

＜３－① 都市公園の活用＞ 

地域の特性やニーズに応じた都市公園となるよう、都市公園を活用します。 

 

 
 

 

都市公園の活用の方針 

① 花園中央公園において、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を用いた施設整備、公園全体の指定管理を同

一業者に委託することで、民間活力による公園の活性化を図り、魅力・集客力の向上を目指

します。 

② 民間事業者による指定管理制度を導入する公園を増やし、公園の活性化につながる管理運営

を行います。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

Park-PFI 制度の導入 

(新規事業) 

 

 

都市公園管理事業 

土木部 

指定管理者制度の見直し 

(継続事業) 

 

 

都市公園管理事業 

土木部 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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都市農地 福祉農園 

2）民間施設緑地（都市公園以外） 
 

＜３－② 都市農地の活用＞ 

農地が発揮する様々な機能(防災機能・景観形成機能・環境保全機能)を評価し、都市農地を活

用します。 

 

 
 

 

都市農地の活用の方針 
① 市内で栽培された農産物を購入する取り組みを進めるなど、地産地消を推進し、営農意欲

を向上させるとともに、農業の担い手不足の解消に努めます。 

② 都市農地の貸借の制度を積極的に周知し、都市農地の活用を図ります。 

③ 高齢者や障害のある人が土を通じて相互親睦と健康増進を図り、生きがいを高めるため、

農園の貸し付けを行います。 

実施する取り組み 
実施予定年度(令和３年度－12 年度) 

事業名 
関連部局 

市内の地産地消の推進 

(継続事業) 

 

 
ファーム・マイレージ２運動事業 

 

都市魅力産業

スポーツ部 

都市農地の貸借制度の周知 

(継続事業) 

 

 
都市農地の貸借制度の周知 

 

都市魅力産業

スポーツ部 

福祉農園の貸し付け 

(継続事業) 

 

 
福祉農園運営事業 

 

福祉部 

 

 

 

  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 
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Ⅴ 緑化重点地区と緑地保全配慮地区 
 

 

 

 

５－１．緑化重点地区 

５－２．緑地保全配慮地区 
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図 34 緑化重点地区 

５－１．緑化重点地区 
緑化重点地区とは、都市緑地法において「みどりの基本計画」の中で定める「重点的に緑化の

推進に配慮を加えるべき地区」のことであり、比較的みどりが少なく重点的に緑化の推進を図る

ため緑化推進施策を定める地区です。 

本市では、みどりのまちづくりを推進するため、緑化重点地区として、枚岡地区：1328ha、

若江岩田・花園地区：６４７ha、布施駅前周辺地区：３５ha を平成１５(2003)年に指定しまし

た。 

しかし、市街化区域において、大幅な緑地の減少が進んでいる中、緑地の保全や緑化の推進は

当地区のみに限らず、市街地全域において重要となっています。 

このような状況を踏まえて、「緑化重点地区」の区域を市街化区域全体（2,010ha から

4,981ha）に拡大し、市街化区域全体を対象として、市民緑地認定制度、グリーンインフラ活用

型都市構築支援事業、緑化地域の検討などの緑化施策を実施し、緑地の保全、緑化の推進を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

4,981ha(市街化区域) 

緑化重点地区 
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図 37 市民緑地認定制度活用のイメージ 

図 35 市民緑地認定制度のイメージ 

     図 36 グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 23 市民緑地認定制度の概要 

市民緑地認定制度 

概要 
民有地を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画

を作成し、市区町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用す

る制度 

根拠法令 都市緑地法第 60 条 

対象要件 
①敷地面積 300 ㎡以上 

②緑化率 20％以上 

③設置管理期間 ５年以上 

支援措置 
みどり法人が設置管理する認定市民緑地における植栽、ベンチ等の施設整備に

対する補助 （１／３負担）【社交金：市民緑地等整備事業の拡充】 
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５－２．緑地保全配慮地区 
緑地保全配慮地区とは、都市緑地法の中で緑の基本計画の策定項目として定める「特別緑地 

保全地区以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区」のことです。 

当該市町村の都市における緑地の状況を勘案し、必要に応じて保全配慮地区を定め、当該地区

において講ずる市民緑地契約の締結等、当該地区における緑地保全方策を概ねの位置を特定し、

測地的に定めることが望まれています。 

具体的には、風致景観の保全、自然生態系の保全、都市住民の自然のふれあいの場の提供等の

観点から重要となる自然的環境に富んだ地区等において、地形、地物、字界等で区域を設定して

保全配慮地区を定め、地区計画等の区域における緑地の保全、市民緑地契約の締結、風致地区の

指定、保存樹・保存樹林の指定、都市公園の整備、市町村の条例に基づく緑地保全施策について

定めることが考えられます。 

これらを踏まえ、本市においても保全配慮地区の指定について必要に応じた検討を行います。 
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Ⅵ 計画の推進に向けて 
 

 

 

 

６－１．市民・事業者・行政の協働 

６－２．計画の評価と見直し 

６－３．「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向けた 

取り組みの推進 

 

 

 



 

  84  

 

市民 
 

・市民一人一人が、みどりに対する意識を高める  

・緑化活動に積極的に取り組む 

・住まいの庭木や生け垣を増やし、保全する 

・地域の緑地を地域で保全し、活用する 

・みどりのイベントへ参加する 

行政 
 

・みどりに関するイベントを開催し、みどり

の情報発信や普及啓発を行う 

・市民や事業者へみどりの創出に対する支援

を行う 

・市民や事業者へみどりの活動場所や緑化の

資材を提供する 

・みどりの基本計画に基づく施策を推進する 

・みどりへの貢献者の表彰や PR を実施する 

事業者 
 

・敷地内のみどりを保全する 

・敷地内にみどりを創出する 

・積極的な緑化活動を通じて、地

域貢献する 
 

図 37 市民・事業者・行政の協働イメージ 

６－１．市民・事業者・行政の協働 

基本目標「つくる・つながる・ひびきあう ―感動創造都市 東大阪―」を実現していくため

には、市民、事業者、行政のそれぞれが、各主体の役割をきちんと理解したうえで、協働により

取り組んでいくことが必要です。各主体が互いに協力しあい、みどりのまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）みどりのボランティアについて 
みどりのボランティアは、本市が目指す方針に基づき、緑地の保全と緑化の推進を主体的に行

う団体であり、本市のみどりの将来像を実現するためには、みどりのボランティアの方々との協

働が重要です。 

本市では、これまで緑化ボランティア講座を実施し、地域の緑化活動の推進力となるボランテ

ィアリーダーの育成を行ってきました。その講座の修了生を中心に結成された「花とみどりいっ

ぱいに会」の登録者数は増えてきております。その他にも、「東大阪市を緑にする市民の会」「美

杜里の会」などの団体があり、市民・活動団体・事業者など多様な主体がボランティア活動に気

軽に参加し、継続できるように支援します。 

今後も、引き続きみどりに関心のある方を増やすため、これらのボランティア活動の情報を積

極的に発信し、ボランティア活動に参加される方を増やすことを目指します。 

 

  

協働 協働 

協働 



 

  85  

 

緑化ボランティアによる緑化活動 

今米特別緑地における保全活動② 今米特別緑地における保全活動① 

ボランティア活動周知イベント 

「街に菜の花を咲かせよう２.１２菜の花忌」事業 

 

樹木観察会 

（参考）本市の主な緑化活動の取り組み 
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緑化啓発イベント 

緑化ボランティア入門講座 温室での花苗の育成 

ボランティアキャラバン 実習花壇① 

実習花壇② キキョウの宿根配布事業 
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６－２．計画の評価と見直し 
基本目標の達成に向けては、ＰＬＡＮ(計画)、ＤＯ(実行)、ＣＨＥＣＫ(評価)、ＡＣＴＩＯＮ(改

善)の PDCA のサイクルに基づき、法制度の変化、上位計画・関連計画の改正、具体的事業の進

捗状況等を踏まえながら、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 38 計画の評価と見直しのサイクル 

  

ＤＯ 
(基本計画における事業の実施) 

 

(例) 
・Pａｒｋ－ＰＦＩ事業 

・指定管理者制度の見直し 

・緑化制度の設立事業 

・都市計画事業 など 

 

PLAN 
(みどりの基本計画の策定・改定) 

 

・基本方針の設定 

・施策方針の設定 

・目標の設定 

・具体的事業の設定 

 

ＣＨＥＣＫ 
(事業の進捗状況の評価) 

 
・事業の進捗状況の把握 

・計画目標に向けた事業の評価 

 

(例) 
・Pａｒｋ－ＰＦＩ事業の効果の検証 

・指定管理導入施設の施設管理運営評価 

・緑化制度の設立事業の効果の検証 

・都市計画事業の進捗状況の確認 など 

ＡＣＴＩＯＮ 
(取り組みの見直し) 

 

・評価に基づく事業の見直し 

・新規事業の立案 
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６－３．「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向けた取り組みの推進 
平成 27 年（2015 年）9 月の国連持続可能な開発サミットで採択された「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」の中で、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済

や社会、環境などの広範な課題に対して、先進国を含む全ての国々の取り組み目標として持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が設定されました。 

日本においては、平成 28 年（2016 年）に内閣総理大臣を本部長とする「ＳＤＧｓ推進

本部」により決定した「ＳＤＧｓ実施指針」の中で、８つの優先課題を掲げ、ＳＤＧｓの達

成に向けて国内外の取り組みを推進するとともに、地方自治体や経済界など多様な主体と連

携を図ることにしています。 

本計画においても施策の着実な推進により、関連するＳＤＧｓの達成(11．13．15)に貢

献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 39 持続可能な開発目標(SDGs) 
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Ⅶ 参考資料 
 

 

 

 

７－１．施策の実績 

７－２．計画改定の経緯 
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７－１．施策の実績 

（1）施策の実績 

平成１５年に策定した基本計画では、みどりの将来像の実現に向け、４つの基本方針の下

に、合計５５件の具体的な取り組みを位置づけ、施策を実施しました。施策の実績調査結果

は以下のとおりです。 

 

             表 24 施策の実績        (令和元年 10 月時点) 

基本方針 施策の方針 施策 

みどりの 

骨格の形成 

生駒山の保全・育

成・管理 

府民の森の保全・管理 

山裾園地の創出 

散策道の個性化 

植生管理の推進 

大規模な 

公園緑地の整備 

シンボルパークの整備 

里山公園の整備 

河川緑地の整備 

ふれあい環境緑地帯の整備 

市街地を特徴付ける公園整備 

ネットワーク軸と

なる河川・みどり

の保全・整備 

幹線道路の緑化 

河川・水路堤防の緑化 

育成カルテの作成 

名所づくり(花とみどりの名所等) 

広場や公園の整備・修復・拡充 

施設の公園化(一体的修景整備) 

既存のみどりの保

全育成 

自然環境調査 

ふれあいの場づくり 

イベント開催 

再生緑化の推進 

目にするみどりを

増やす 

施設周囲の緑化 

眺望視線に配慮した修景緑化の推進 

沿道の修景整備 

散策道・通学路等の緑化推進 

学校緑化の推進 

主な取組 

内容 

1. 森林ボランティア育成講座を実施し、森づくり活動の中心的役割を担う人

材を育成するとともに、フィールド演習のイベントを開催した。 

2. 日下新池周辺で緑化活動している森林ボランティア団体(日下山を市民の森

にする会)へ支援活動を実施した。 

山裾部の市街化区域に位置する保全すべき農地については、生産緑地制度

を活用し保全に努めた。 

3. 生駒山系広域利用促進協議会にてハイキングコースの見学会を実施した。 

4. 森林ボランティア育成講座を通じ森林ボランティア団体(ひらおかの森を守

る会、東大阪フォレストクラブ、かぐやの里)の結成を推進した。 

5. 生駒の森運営協議会の結成を推進した。 

6. 緑化センターの基盤造成工事、花園中央公園の整備を実施した。 

7. 公園の入口改修工事や植栽工事を実施した。 

8. 平成１８年に衣摺南公園、平成１９年に島之内公園、平成２１年に加納公

園、平成２７年に善根寺公園を開設した。 

9. 水路跡地において植栽帯のある遊歩道を整備した。 
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             表 25 施策の実績(続き)      (令和元年 10 月時点) 

基本方針 施策の方針 施策 

身 近 な 緑 の

保全・創出 

身近な公園緑地

整備の推進及び

樹林地育成 

歩いていける公園整備の推進 

育成カルテの作成 

名所づくり(花とみどりの名所等) 

広場や公園の整備・修復・拡充 

施設の公園化(一体的修景整備) 

既存のみどりの

保全育成 

自然環境調査 

ふれあいの場づくり 

イベント開催 

再生緑化の推進 

目にするみどり

を増やす 

施設周囲の緑化 

眺望視線に配慮した修景緑化の推進 

沿道の修景整備 

散策道・通学路等の緑化推進 

学校緑化の推進 

主な取組 

内容 

1. 平成 27 年度に善根寺公園を開設した。 

2. 公園樹木台帳の作成を実施した。 

3. 各公園の状況に応じて、高木及び花木の植栽を実施した。市民と協働し公

園の維持管理を行うために、公園愛護会を結成してもらい、愛護会活動と

して公園の清掃、除草等の日常管理を推進した。 

4. 近隣住民合意形成を踏まえ、公園整備を実施した。 

5. 八戸の里公園や花園中央公園の花壇の維持管理を市民にて実施した。 

6. 公園愛護会により、一部の開発により確保された公園の維持管理を実施し

た。各公園の状況に応じて高木及び花木の植栽を実施した。 

7. 春宮公園とともに図書館の整備を実施した。公民館や一部のリージョンセ

ンターにプランターを設置し、花を植栽することで修景整備を実施した。 

8. 特別緑地保全地区において市民とともに生息状況の調査を実施した。ま

た、地権者、市、市民が一体となり、イベント的に管理作業を実施した。 

9. 「山地美化キャンペーン」クリーンハイキング、街路樹ウォーキング、植

樹祭、グリーンフェスタを実施した。 

10. 大阪府自然環境保全条例に基づき、一定規模以上の敷地において建築物を

新築、改築、増築する機会を捉えて、当該建築物やその敷地について緑化

を義務付けた。 

11. 地区計画を定め、地区内において緑化を義務付けた。 

12. 景観条例を定め、一定規模以上の敷地において接道部の緑化を推進した。 

13. 近鉄八戸ノ里駅北部の文化創造館敷地を含めた周辺地において、うるおい

とやすらぎの空間を創出するために、建築の際に敷地内緑化を義務付ける

東部大阪都市計画御厨南二丁目地区地区計画を H28 年 4 月 1 日に策定

した。 

14. 東大阪市緑化助成規則に基づき、民有地緑化助成を実施した。 

15. 一部の小学校にてビオトープを整備した。 
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             表 26 施策の実績(続き)    (令和元年 10 月時点) 

基本方針 施策の方針 施策 

みどりの多面

的機能を活か

した取り組み

の推進 

みどりのリサイクル
化の推進 

公園緑地におけるみどりのリサイクル推進 

地域制緑地におけるみどりのリサイクル試行 

地球温暖化・ヒート
アイランド対策とし
てのみどりづくり 

街路樹・道路沿いのみどりの育成 

壁面・屋上緑化などの建物緑化、駐車場緑化の推進 

地域の特性に応じた
多様な生態系の保全
と創出 

みどりづくりから地域の植生保全へのステップアップ 

希少種、郷土種の保全・復元 

市街地でのビオトープ空間の創出 

みどりづくりを通じ
て子育てが安心でき
る環境を作る 

身近な公園の管理運営計画を地域の人たちで立てる 

みどりを題材にした環境学習の充実 

みどりづくりを通じ
て人々が暮らしやす
い社会を創る 

福祉の視点からの公園整備 

園芸福祉としてのみどりづくりの推進 

みどりづくりを通じ
て地域のコミュニテ
ッィを形成する 

公園や緑地をサロンとして活用する 

みどりづくりを通じ
て地域の魅力アップ 

オープンガーデンのしくみづくり 

空き地の暫定利用のしくみづくり 

みどりのまちなみプランニングの推進 

活動団体の自立を支
援する 

コミュニティビジネスの手法を取り入れる 

主な取組 

内容 

1. 伐採した樹木の一部は廃棄せず、発電用チップとして活用した。また、伐

採した樹木の一部の資源化を実施した 

2. 街路樹の適正な管理を行うと共に、補植工事を実施した 

3. 大阪府自然環境保全条例に基づき、一定規模以上の敷地において建築物を

新築、改築、増築する機会を捉えて、当該建築物やその敷地について緑化

を義務付けた。 

4. 地区計画を定め、地区内において緑化を義務付けた。 

5. 景観条例を定め、一定規模以上の敷地において接道部の緑化を推進した。 

6. 近鉄八戸ノ里駅北部の文化創造館敷地を含めた周辺地において、うるおい

とやすらぎの空間を創出するために、建築の際に敷地内緑化を義務付ける

東部大阪都市計画御厨南二丁目地区地区計画を H28 年 4 月 1 日に策定

した。 

7. 一部の小学校にてビオトープを整備した 

8. 「みどり」を題材にした出前講座を実施した。また、対象の小学校へ花づ

くり学習会や出前学習会を実施した 

9. 公園のバリアフリー化を推進した 

10. 角田老人センターにおいて、緑化ボランティアリーダーと共に、施設利用

者も交えた花壇管理を実施した 

11. 緑化ボランティアが地域内の花壇で維持管理作業を実施するとともに、交

流の場となった 

12. みどりの景観まちづくりコンテストを開催した 

13. 緑化ボランティア養成講座内で受講者が地域のみどりの課題を見つけ、緑

化を実践した 

14. ボランティア養成講座において育成したボランティアリーダーが「園芸ス

キルアップ講座」を実施した 
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         表 27 施策の実績(続き)     (令和元年 10 月時点) 

基本方針 施策の方針 施策 

多 様 な 主 体

の 協 働 に よ

る み ど り の

ま ち づ く り

の推進 

みどりを学び、広め

る機会の提供 

人材育成・登録 

フィールド学習の充実 

啓発・普及 

技術支援 

市民の取り組みを

応援する 

人材派遣制度の確立と活用 

市民活動を支える施設の整備 

オープンスペースでの緑化団体の取り組みを応援 

企画コンペ、表彰制度・コンクールの実施 

参加の仕組みを整

える 

みどり基金の拡充 

支援制度の確立 

情報収集と発信体制の確立 

多様な意見の調整

の場・企画発案の場

づくり 

地域プラットフォームの開催 

ホームページなどインターネットを利用した意見交換の

場づくり 

意見交換の場を運営する組織の育成 

主な取組 

内容 

1. 緑化ボランティア養成講座を実施し、修了生をキャラバンに登録し、緑化

ボランティアリーダーとして活用を図った。 

2. 森林ボランティア入門講座、緑化ボランティア養成講座を実施した。 

3. 「みどり」を題材にした出前講座を実施した。また、対象の小学校へ花づ

くり学習会や山地での出前学習会を実施した 

4. 植樹祭やグリーンフェスタにおいて緑化功労者の表彰を実施した。 

5. みどりの景観まちづくりコンテストを開催した。 

6. グリーンフェスタにてみどりに関する市民の取り組みを紹介する場を提供

した 

7. 山地保全協議会にて、アドバイザー派遣事業を実施した。 

8. 緑化センターの基盤造成工事を行った。 

9. 緑化ボランティア養成講座内で受講生には地域緑化の取り組みを実施し

た。 

10. 植樹祭やグリーンフェスタにおいて緑化功労者の表彰を実施した。 

11. 基金の積み立てを実施した。 
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図４０ 都市公園の推移(都市計画区域) 

図４１ 都市公園の推移(市街化区域) 
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（2）都市公園の整備推移 

本市の都市公園面積は、令和２年３月末時点で 140.5ha となっており、平成 12 年 3 月末

からの約 20 年間で、都市計画公園・緑地が 21.1ha 増加し、開発行為等によって設置される

その他の公園が 1.5ha 増加しています。 
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(参考)主な街路樹 

 

    
アオギリ アベリア イチョウ ウバメガシ 

    
ウメ カイズカイブキ キンモクセイ クスノキ 

    
クチナシ ケヤキ サクラ シャリンバイ 

    
シラカシ セイヨウツゲ 

(ボックスウッド) 

ツツジ ツバキ 
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トウカエデ トベラ ナンキンハゼ ハナミズキ 

    
ヤナギ ヤマモモ ユキヤナギ ユリノキ 
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東大阪市みどりの基本計画審議会 

７－２．計画改定の経緯 
 

（1）計画改定の経緯 

 

表 28 計画改定の経緯 

年 月 日 会議名等 内容 

令和元年 11 月 11 日 
令和元年度第１回東大阪市 

みどりの基本計画審議会 

東大阪市みどりの基本計画の改定の

方針について(諮問) 

東大阪市みどりの基本計画の改定の

基本的事項について(諮問) 

令和２年 ３月３０日 
令和元年度第２回東大阪市 

みどりの基本計画審議会 

東大阪市みどりの基本計画の施策の

方針と具体的事業について(諮問) 

 

 
６月９日 

令和２年度第１回東大阪市 

みどりの基本計画審議会 

東大阪市みどりの基本計画の実施計

画と目標値について(諮問) 

 1０月９日 
令和２年度第２回東大阪市 

みどりの基本計画審議会 

東大阪市みどりの基本計画(素案)につ

いて(諮問) 

 
11月2日～

12 月 2 日 
パブリックコメントの実施 都市緑地法第 4 条第 4 項 

令和３年 ２月９日 
令和２年度第３回東大阪市 

みどりの基本計画審議会 

東大阪市みどりの基本計画(案)につい

て(諮問) 

 
2月16日～

3 月 11 日 
大阪府協議 都市緑地法第 4 条第 5 項 

 
3 月 31 日 

東大阪市みどりの基本計画

(改定)の決定 
 

 
４月 1 日 

東大阪市みどりの基本計画

(改定)の公表 
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（2）東大阪市みどりの基本計画審議会委員 

 

表 29 東大阪市みどりの基本計画審議会委員 

委員区分 委員名 備考 

学識経験者 近畿大学教授 

久  隆浩 

議長 

学識経験者 大阪府立大学教授 

下村 泰彦 

議長代理 

学識経験者 近畿大学教授 

石原 肇 

 

学識経験者 近畿大学准教授 

今西 亜友美 

 

公共的団体の役員又は職員 東大阪市自治協議会副会長 

住山 仁美 

 

公共的団体の役員又は職員 グリーン大阪農業協同組合常務 

西田 成範 

 

本市の住民 市民 

大原 増夫 

 

本市の住民 市民 

川中 知子 
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（3）東大阪市みどりの基本計画審議会規則 

 

東大阪市みどりの基本計画審議会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例（昭和４２年東大阪市条例第１５号）

第２条の規定に基づき、東大阪市みどりの基本計画審議会（以下｢審議会｣という。）の組織、

運営その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 審議会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 緑化推進団体の代表者 

(3) 公共的団体の役員又は職員 

(4) 本市の住民 

(5) その他市長が適当と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、建設局において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定による委嘱後最初の審議会の会議の招集及び会長が選出されるまで

の間における審議会の運営は、市長が行う。 
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